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１ 背景と目的 

近年、全国的な人口減少、少子高齢化の進行、既存住宅の老朽化や社会的ニーズの変化などに

伴い、空き家が年々増加してきており、2013（平成 25）年に総務省が実施した住宅・土地統計調

査によると、全国で約 820万戸、空き家率は 13.5％となっています。なお、2018（平成 30）年の

調査では、約 849万戸、13.6％となっています。 

これらの空き家の中には、適切な管理が行われていないものもあり、その結果として安全性の

低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしています。 

このような状況に鑑み、国は、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活

環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措

置法（以下「空家法」という。）」を 2014（平成 26）年 11月に公布し、2015（平成 27）年２月に

一部施行、同年５月に完全施行しています。 

さらに、総合的に対策を強化することを目的に、空家法の一部を改正する法律を 2023（令和 5）

年 6月に公布し、同年 12月に施行しています。 

また、空家法に基づき国が作成した「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針」（以下「基本指針」という。）によると、「第一義的には空家等の所有者及び管理

者（以下「所有者等」という。）が、自らの責任により適切な管理を的確に行うことを前提にしな

がらも、住民に最も身近な行政主体であり、空家等の状況を把握することが可能な立場にある各

市町村が、空家等に関する対策を実施することが重要となる。」と示されています。 

本市の人口は引き続き増加傾向にあり、空き家率も全国・愛知県平均より低い割合となってい

ますが、今後、本市におきましても、空家等が増加する可能性があることから、空家等の適切な

管理及び活用の促進並びに空家等の発生を抑制する施策に取り組む必要があります。 

このことから、市民の生活環境の保全を図り、あわせて空家等の適切な管理及び活用を促進す

るための基本的な方針を示す「刈谷市空家等対策計画」（以下「本計画」という。）を策定し、空

家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施することで、良好な生活環境の保全を図り、住みや

すさを感じる安心快適な住まい・まちづくりを目指します。 

令和６年度において、本計画の策定から５年が経過したことから統計データ等を更新すると

ともに、空家法の改正に基づいた見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

※「空家等」と「空き家」の表記について 

本計画は、空家法の引用及び法令に関連する場合は「空家等」

と表記し、それ以外の場合は「空き家」と表記します。 
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本計画は、空家法、基本指針及び『「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置」に関する適

切な実施を図るために必要な指針（以下「ガイドライン」という。）』に即すとともに、愛知県の

「空家等対策計画の作成に関するガイドライン」を参考にしています。 

また、本市の「総合計画」、「住生活基本計画」を上位計画とし、「立地適正化計画」などの関連

計画との連携・整合を図ります。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間は、2019年度から 2028年度までの 10年間とします。 

なお、空家法の改正、今後の社会経済情勢の変化及び上位・関連計画との整合性などを踏まえ、

必要に応じて、計画の見直しを行います。 

 

計画の対象とする区域は、市内全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画期間 

４ 対象とする区域 

図表 1-1 計画の位置づけ 

管理不全空家等及び特定空家等に対す
る措置に関する適切な実施を図るため
必要な指針（ガイドライン） 
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５ 対象とする空家等の種類 

計画の対象とする空家等の種類は、空家法で規定する「空家等」とします。 

 

「空家等」とは 

建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが

常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、

国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。【空家法第２条第１項】 

【基本指針の見解】 

・「建築物」とは、建築基準法第２条第１号の「建築物」と同義であり、「これに附属する工

作物」とは、建築物に附属する工作物が該当する。 

・「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とは、建築物等が長期間に

わたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して（＝１年間）建築物等

の使用実績がないことは１つの基準となると考えられる。 

・「長屋や共同住宅」については、当該住宅内の全ての住戸が空き家（空き室）となった場

合に、当該住宅は１件の「空家等」に含まれ得ることになる。 
 

 

「管理不全空家等」とは 

適切な管理が行われていないことにより「そのまま放置すれば特定空家等に該当するこ

ととなるおそれのある状態」にあると認められる「空家等」をいう。【空家法第１３条第１

項】 
 

 

「特定空家等」とは 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく「保安上危険」となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく「衛生上有害」となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく「景観を損なっている状態」 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために「放置することが不適切である状態」 

にあると認められる「空家等」をいう。【空家法第２条第２項】 
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１ 刈谷市の概況 

（１）位置 

本市は、愛知県のほぼ中央に位置し、南北 13.2 ㎞、東西 5.8 ㎞、面積は 50.39km2を有してい

ます。 

地形は、木曽山脈が南西に延びて徐々に低くなり、本市北部は海抜 40ｍ内外の丘陵地となり、

碧海台地となって衣浦湾に至る西三河平野の西部、衣浦湾頭に位置しています。 

また、名古屋市から 20km圏内に位置し、ＪＲ東海道本線や名鉄名古屋本線、三河線、伊勢湾岸

道路や国道 1号、23号などの幹線道路によって名古屋市及び周辺都市と連絡しており、自動車関

連産業をはじめ、多くの優良企業、事業所や工場が立地する交通アクセスに優れた名古屋都市圏

の一翼を担う中核都市となっています。 

市域全域が西三河都市計画区域で、そのうち約半分が市街化区域に指定されており、土地区画

整理事業や市街地再開発事業などによる市街地整備が進み、住宅地や公園、上下水道といった都

市生活の基本となる基盤整備が充実しています。 

また、北部・南部地域は、農地や緑地などが広がる自然豊かな地域でもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

図表 2-1 刈谷市の位置 
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（２）都市計画区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-2 刈谷市の都市計画図 

区域 面積 割合 

市街化区域 2,347 ha 46.6% 

市街化調整区域 2,692 ha 53.4% 

合 計 5,039 ha 100% 
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２ 『ひと』の現状 

（１）人口の将来展望 

「刈谷市人口ビジョン」に示す 2040年に総人口 16万人の実現に向けて、各種施策を推進して

います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（２）人口 

本市の人口は、2018（平成 30）年 10月１日現在（住民基本台帳）151,622人となっており、 

人口減少が始まっている自治体が多い中、引き続き増加傾向にあります。 

2024（令和 6）年 8月 1日現在の人口は 153,172人です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-3 人口の将来展望（平成 30年地域別将来推計人口、刈谷市人口ビジョン） 
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図表2-4 人口の推移（国勢調査）
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（３）年齢３区分別人口 

高齢者人口（65歳以上）は年々増加傾向、生産年齢人口（15～64歳）はほぼ横ばい、年少人口

（15歳未満）は微減傾向となっており、少子高齢化が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）人口動態 

 2013（平成 25）年から 2018（平成 30）年までの５年間の５歳階級別人口の増減をみると、15

～19歳⇒20～24歳、20～24歳⇒25～29歳の年齢層で大きく増加していますが、０～４歳⇒５～

９歳、25～29歳⇒30～34歳、30～34歳⇒35～39歳の年齢層は減少しています。 

 2018（平成 30）年から 2023（令和 5）年までの５年間も同様の動態です。 
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図表2-6 ５歳階級別の人口動態の変化

（住民基本台帳 平成30年4月1日⇒令和5年4月1日）

男(人) 女(人)

22,436 22,444 22,246 22,243 22,149 22,052 21,917 21,818 21,699 21,480 21,348 21,084 

99,619 99,048 98,695 98,476 98,594 98,863 98,860 99,814 100,333 100,063 100,034 100,031 

23,915 25,198 26,424 27,700 28,502 29,220 29,840 30,349 30,791 31,130 31,369 31,313 
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図表2-5 年齢３区分別の人口の推移（住民基本台帳 各年４月1日）

１５歳未満 １５～６４歳 ６５歳以上
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（５）世帯 

本市の世帯数は、2018（平成 30）年 10月１日現在（住民基本台帳）65,658世帯となっており、

増加傾向にあります。一方、１世帯あたりの世帯人員は減少傾向にあり、2015（平成 27）年は 2.40

人/世帯となっています。 

2024（令和 6）年 8月 1日現在の世帯数は 69,904世帯、2020（令和 2）年の１世帯あたりの世

帯人数は 2.27人/世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）高齢者世帯 

65歳以上の高齢者のいる世帯は増加しており、2015（平成 27）年と 2005（平成 17）年の 10年

間を比較すると、高齢者のいる世帯は約 1.4倍になっており、そのうち 65 歳以上の夫婦世帯（夫

婦のいずれか又は両方が 65 歳以上の夫婦のみの世帯）は約 1.7 倍、65 歳以上のひとり暮らし世

帯は約 1.9倍に増加しています。 

2020（令和 2）年と 2010（平成 22）年の 10 年間においても、それぞれの項目で約 1.3倍、約

1.3倍、約 2.0倍と増加しています。 
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図表2-7 世帯数、世帯人数の推移（国勢調査）

世帯数 世帯人数

1世帯あたり世帯人員（人）

906 1,335 1,962 2,681
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図表2-8 高齢者のいる世帯数の推移（国勢調査）

６５歳以上ひとり暮らし ６５歳以上夫婦世帯 高齢者のいるその他の世帯
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（１）総住宅数 

 本市における 2013（平成 25）年の総住宅数は 61,660 戸となっており、2008（平成 20）年の

58,050戸から 3,610戸増えています。2018（平成 30）年では 66,660戸で 5,000戸増。 

 総世帯数についても、2013（平成 25）年は 56,530 世帯となっており、2008（平成 20）年の

54,240 世帯から 2,290 世帯増えています。2018（平成 30）年では 61,780 世帯で 5,250 世帯増。 

また、１世帯あたりの住宅数は、概ね 1.10戸／世帯で推移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）住宅の耐震化 

2013（平成 25）年１月現在、本市の総住宅数に対する 1981（昭和 56）年以前に建築された住

宅で耐震性を有していないと判断される住宅戸数の割合は 13.9％となっています。 

2020（令和 2）年 1月現在で 11.7％、2024（令和 4）年現在で 10.9％に減少しています。 

また、構造別では、木造住宅の総戸数のうち 27.9％が耐震性を有していないと判断される住宅

となっています。 

2020（令和 2）年 1月現在で 24.8％、2024（令和 4）年現在で 22.9％に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 『住まい』の現状 
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図表2-9 総住宅数、総世帯数、１世帯あたり住宅数（住宅・土地統計調査）
総住宅数 総世帯数 １世帯あたり住宅数

総住宅数・総世帯数（戸） 一世帯あたり住宅数（戸／世帯）

1.1
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3.3

22.9

24.8

27.9
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11.7

13.9

11.8

12.8

14.9
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8.0
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73.7

71.5
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R6.4（n=43,733）
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R2.1（n=34,196）
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（％）

総

数

木

造

非

木

造

図表2-10 住宅の耐震化の状況（平成25年1月、令和2年1月、令和6年4月）

昭和56年以前建築（耐震性なし） 昭和56年以前建築（耐震性あり） 昭和57年以降建築（耐震性あり）
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（３）住宅の所有関係、建て方 

住宅の所有関係別の割合は、持ち家は 55％前後、借家は 40％前半で推移しています。 

 建て方別の割合は、一戸建てが減少、共同住宅が増加傾向で推移しており、2003（平成 15） 

年はほぼ同じ割合でしたが、2013（平成 25）年には共同住宅が 51.7％と、一戸建ての 45.2％を

6.5ポイント上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）持ち家の取得経緯 

持ち家における取得の経緯は、新築、建て替えなどによる取得が 82.0％を占めており、中古 

住宅購入は 8.0％となっています。2018（平成 30）年には、それぞれ 91.4％、4.9％と新築、建

て替えなどによる取得割合が増加しています。 

中古住宅購入の建て方は、主に一戸建てが 53.2％、共同住宅が 46.8％となっています。 

2018（平成 30）年には、それぞれ 44.8％、55.2％と逆転しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 2-11 住宅の所有関係別割合及び建て方別割合の推移（住宅・土地統計調査） 
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91.4 

82.0 

4.9 

8.0 

1.6 

5.0 

2.1 

5.0 

0 20 40 60 80 100

持ち家全体

（平成30年）

持ち家全体

（平成25年）

（％）

図表2-12 持ち家における取得の経緯別の割合（住宅・土地統計調査）

新築、建て替え、新築住宅購入 中古住宅購入 相続・贈与 その他

44.8 

53.2 

55.2 

46.8 

0 20 40 60 80 100

持ち家として取得した

中古住宅（平成30年）

持ち家として取得した

中古住宅（平成25年）

（％）

図表2-13 中古住宅購入の建て方別割合（住宅・土地統計調査）

一戸建て・長屋建て 共同住宅・その他
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（５）住宅着工動向 

2017（平成 29）年度の住宅着工戸数は、1,441戸となっており、消費税増税に伴い駆け込み 

需要があった 2013（平成 25）年度を除くと、概ね 1,300～1,400戸前後で推移しています。 

建て方別では、一戸建ての着工戸数は、住宅着工戸数の半分程度を占めています。 

2019（平成 31）年度にかけて 1,800程度まで増加したが、コロナウイルス感染症の影響により

2020（令和 2）年度以降は 1,100～1,200前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）住宅地価格 

本市の住宅地価格の状況は、愛知県平均を上回り、年々上昇しています。 

また、住宅地の平均価格の伸び率は年２％前後で推移しています。 

2022（令和 4）年以降は、人件費や物価の上昇に伴い伸び率が５％を超えて上昇しています。 
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図表2-14 住宅着工戸数の推移（建て方別）（住宅着工統計）

一戸建て 長屋建て 共同住宅
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図表2-15 住宅地の平均価格（愛知県地下調査）

愛知県平均 刈谷市平均 愛知県伸び率 刈谷市伸び率
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１ 住宅・土地統計調査による『空き家』の現状 

（１）全国の空き家 

総務省の住宅・土地統計調査によると、2013（平成 25）年の総住宅数は約 6,063万戸で、空き

家数は約 820万戸となっています。空き家数の増加とともに、総住宅数に占める空き家の割合（空

き家率）も増加を続け、2013（平成 25）年には 13.5％まで上昇しています。 

2018（平成 30）年には、それぞれ約 6,241万戸、約 849万戸、約 13.6％に上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）愛知県の空き家 

2013（平成 25）年の総住宅数は約 344万戸で、空き家数は約 42万戸となっています。 

空き家率は 12.3％と全国値よりも低い割合となっています。 

2018（平成 30）年は、それぞれ約 348万戸、約 39万戸、約 11.3％となっています。 
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図表3-1 全国の総住宅数、空き家数、空き家率の推移（住宅・土地統計調査）

総住宅数 空き家 空き家率
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図表3-2 愛知県の総住宅数、空き家数、空き家率の推移（住宅・土地統計調査）

総住宅数 空き家 空き家率

総住宅数・空き家（千戸）
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 （３）刈谷市の空き家 

 本市の総住宅数は 2013（平成 25）年では 61,660戸で、空き家数は 5,230 戸、空き家率は 8.5％

と推計されています。全国の 13.5％、愛知県の 12.3％に比べると低い割合ですが、住宅の増加

とともに空き家の増加が懸念されます。 

 2018（平成 30）年は、それぞれ 66,660戸、5,070戸、7.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 （４）空き家の内訳 

 本市の空き家数は 2013（平成 25）年では 5,230戸で、「賃貸用の住宅」が 3,270戸と最も多く、

次いで「その他の住宅」が 1,680戸となっています。 

2018（平成 30）年は、それぞれ 5,070戸、2,970戸、1,940戸となっています。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・二次的住宅：ふだんは人が住んでいない別荘やたまに寝泊まりしている人がいる住宅 
・賃貸用の住宅：賃貸のために空き家になっている住宅 

・売却用の住宅：売却のために空き家になっている住宅 

・その他の住宅：転勤・入院などにより長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために 

取り壊すことになっている住宅など 
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図表3-3 刈谷市の総住宅数、空き家数、空き家率の推移（住宅・土地統計調査）
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図表3-4 刈谷市の空き家の内訳（住宅・土地統計調査）

二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅
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図表 3-5 刈谷市の住宅ストックの内訳（住宅･土地統計調査） 

総住宅数 

61,660戸 

（100％） 

 

66,660戸 

（100％） 

居住世帯の

ない住宅
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（8.9％） 

 

5,260 戸 

（7.9％） 

 

空き家 
5,230 戸 
（8.5％） 
5,070 戸 
（7.9％） 

長屋建て 
1,700 戸（2.8％） 
2,590 戸（3.9％） 

 

店舗その他の併用住宅 
860戸（1.4％） 
810戸（1.2％） 

一時現在者のみの住宅 
130戸（0.2％） 
70 戸（0.1％） 

 

建築中の住宅 
120戸（0.2％） 
110戸（0.2％） 

 

一戸建て 
1,280 戸（2.1％） 
1,170 戸（1.8％） 

長屋建て・共同住宅・その他 
3,950 戸（6.4％） 
3,900 戸（5.9％） 
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ある住宅 

56,180戸 

（91.1％） 
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一戸建て 
24,600 戸（39.9％） 
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31,150 戸（46.7％） 

（５）住宅ストックの内訳 

本市の 2013（平成 25）年の住宅ストックの内訳は、以下のとおりです。 

下段は、2018（平成 30）年の内訳です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

※戸数の表記は、十の位までを有効数字とし、一の位を０としているため、合計が合わない箇所があります。 

※「空き家」には、居住又は使用がなされていない期間が１年未満、時々居住している又は賃貸・売却用として 

管理されているなどの建築物等が含まれます。 

なお、「長屋や共同住宅」については、１室の空き住戸が１戸の「空き家」となります。 
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（６）空き家の接道状況 

2013（平成 25）年における空き家の接道状況は、「幅員４ｍ以上の道路」に接している空き家

の割合が約 83％となっています。 

2018（平成 30）年では、約 73％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）空き家から最寄り駅までの距離 

2013（平成 25）年における空き家から最寄り駅までの距離については、最寄り駅からの距離が

遠くなるほど空き家が多くなっています。 

2018（平成 30）年では、500～1,000ｍ未満が最も多くなっています。 
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図表3-7 空き家から最寄り駅までの距離（住宅・土地統計調査）

平成25年(n=5,230) 平成30年(n=5,070)
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図表3-6 空き家の接道状況（住宅・土地統計調査）

平成25年(n=5,230) 平成30年(n=5,070)
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図表 3-8 所有者等意向調査による空家等の状況 

図表 3-9 空家等のレベル別状況（空家等実態調査） 

２ 実態把握調査による『空家等』の現状 

本市における空家等の実態を把握するため、2016（平成 28）年度に「机上調査・外観調査」及

び「所有者等意向調査」を実施しました。 

その後、2019（平成 31）年度、2022（令和 4）年度に実施しています。 

（１）机上調査・外観調査 

「机上調査」として、水道使用者情報から水道閉栓データ、固定資産課税台帳から家屋データ、

住民基本台帳から住民票データがない建築物など、これらの情報を突き合わせて、「空家等」と思

われる物件（１年以上居住していないと思われる住宅）を抽出しました。 

平成 31 年度と令和 4 年度の調査では、前回調査で空家とした物件に、業務受託業者保有の情

報、市への相談情報等を突合して調査対象物件を抽出しました。 
「外観調査」では、「ガイドライン」及び「地方公共団体における空家調査の手引き（平成 24

年国土交通省住宅局）」を参考に「特定空家等候補物件判断基準」を作成し、机上調査により抽出

した「空家等」と思われる物件について、建築物等の状態などを把握する現地調査を実施し、「空

家等候補物件」として 473件を抽出しました。 

平成 31年度調査では 643件、令和 4年度の調査では 467件を候補としています。 

（２）所有者等意向調査 

外観調査の結果、空家等候補物件として抽出した 473件の所有者等に対し、空家等の管理や活

用に関する意向調査を実施し、その結果、「人が住んでいる」、「既に解体済み」、「空き家になって

から１年未満」、「二次的な住宅や物置・倉庫として利用」と回答のあった 96件を除き、「空家等」

であると認められる住宅は 377件となりました。 

平成 31 年度と令和 4 年度の調査では、水道使用照会等により空家非該当と判定した物件や前

回調査から継続している空家、住宅系以外の空家を除き、新に空家の候補となった物件を対象に

意向調査を実施しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）空家等のレベル別状況 

外観調査及び所有者等意向調査を踏まえ、377件の空家等の状態をレベル毎に区分しました。 

 

区分 内容 
件数(割合％) 

H28 H31 R4 

レベルⅠ 定期的な経過観察が必要ではないと思われる物件 
193 

(51.2) 

95 

(32.6) 

72 

(26.7) 

レベルⅡ 
定期的な経過観察が必要であり、状況に応じて、適切な管理を依頼する必要が
あると認められる物件 

141 

(37.4) 

156 

(53.6) 

148 

(54.8) 

レベルⅢ 
そのまま放置すれば「特定空家等候補物件」になるおそれがあり、適切な管理
を依頼する必要があると認められる物件 

40 

(10.6) 

38 

(13.1) 

46 

(17.0) 

レベルⅣ 
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態であり、「特定空家等候補
物件」として認められる物件 

3 

(0.8) 

2 

(0.7) 

1 

(0.4) 

合計 377件 291件 ※267件 

空家等候補物件 

(H28)４７３件 

（H31）643件うち 162 件意向調査 

（R4）467 件うち 98件意向調査 

「人が住んでいる」「既に解体済み」 

「空き家になってから１年未満」 

「二次的な住宅や倉庫・物置として利用」 

⇒空家等ではない 計９６件 

空家等であると認められる住宅 

(H28)３７７件 (H31)２９１件 (R4)２７０件 

※270 件中 3 件は公道から判定不能(1.1%) 
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図表 3-10 空家等の地区別状況一覧表（空家等実態調査） 

（４）空家等の地区別状況 

地
域 

地区 
判断区分（件） 

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ 計 

H28 H31 R4 H28 H31 R4 H28 H31 R4 H28 H31 R4 H28 H31 R4 

北

部 

井ケ谷 6 3 5 9 10 6 5 1 4 0 0 0 20 14 15 

東境 6 5 3 7 9 9 3 4 2 0 0 0 16 18 14 

西境 2 3 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 4 5 3 

今川 8 2 3 8 7 11 1 3 5 0 0 0 17 12 19 

今岡 4 1 0 5 4 4 1 1 0 0 0 0 10 6 4 

一里山 8 3 1 3 5 3 5 3 2 0 1 1 16 12 7 

一ツ木 15 3 0 5 4 6 1 1 0 0 0 0 21 8 6 

泉田 10 5 4 4 9 8 3 5 3 0 0 0 17 19 15 

築地 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

小計 60 25 17 42 50 48 20 18 18 0 1 1 122 94 84 

中

部 

刈谷西部 6 7 6 4 4 3 1 1 1 0 0 0 11 12 10 

刈谷中部 14 10 4 9 7 8 3 4 3 2 0 0 28 21 15 

刈谷東部 6 5 4 7 4 2 2 1 0 0 0 0 15 10 6 

元刈谷 18 7 9 13 16 13 3 3 3 0 0 0 34 26 25 

熊 11 6 2 16 7 12 5 5 5 0 0 0 32 18 19 

高津波 7 5 3 4 4 7 0 2 3 0 0 0 11 11 13 

小山 11 8 4 11 7 14 0 3 2 0 0 0 22 18 20 

重原 5 3 6 7 6 3 0 1 2 0 0 0 12 10 11 

桜 8 2 3 6 7 7 0 0 1 0 1 0 14 10 11 

小計 86 53 41 77 62 69 14 20 20 2 1 0 179 136 130 

南

部 

小垣江 16 6 8 10 13 10 3 0 5 1 0 0 30 19 23 

高須 3 0 1 4 6 2 0 0 1 0 0 0 7 6 4 

半城土 8 4 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 13 8 4 

野田 10 3 2 3 14 12 0 0 1 0 0 0 13 17 15 

東刈谷 10 4 2 2 7 4 1 0 1 0 0 0 13 11 7 

小計 47 17 14 22 44 31 6 0 8 1 0 0 76 61 53 

市内全域 193 95 72 141 156 148 40 38 46 3 2 1 377 291 267 
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図表3-11 空家等の地区別状況図（空家等実態調査）

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ
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 （５）空家等の分布状況（平成 28年度空家等実態調査） 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

図表 3-12 空家等分布図（平成 28年度空家等実態調査） 

駅からの距離 件数 割合 

1,000m未満 259件 68.7％ 

1,000m以上 118件 31.3％ 

合 計 377件 100％ 
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（６）所有者等意向調査の結果（考察は平成 28年度の調査結果について記載しています。） 

空家等候補物件の所有者等に対し、空家等の所有関係、管理状況や利活用の意向などを把握 

することを目的として実施した所有者等意向調査の結果は以下のとおりです。 

 

【調査概要】 

・対 象 者：空家等候補物件として抽出した所有者等 

・配 布 数：400票（473人の対象者の内、宛先不明などの 73人は除く） 

・調査方法：郵送による配布・回収 

・調査期間：平成 29 年２月３日（金）～２月 24日（金） 

・回 収 数：276票（回収率：69.0％） 

※図表中のｎ＝220 については、回収数 276票のうち、「譲渡済み」、「解体済み」、 

「住んでいる」との回答があった 56票を除いた数値となります。 

   ※図表の数値の合計が 100％にならないものもあります。 

 

 ◆回答者の年齢 

「75歳以上」が 22.7％と最も多く、次いで「50歳代」が 19. 1％、「60～64歳」及び「65～69 

歳」が 17.7％となっています。平成 31 年度、令和 4 年度も 65 歳以上の割合大きくなっています。 

  

  

 

  

 

 

 

 

  
 

◆人が住まなくなってからの期間 

「５～10 年未満」が 19.5％と最も多く、次いで「１～３年未満」が 17.3％、「３～５年未満」

が 15.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

①

0.5%
②

0.5%

③

7.7%

④

19.1%

⑤

17.7%⑥

17.7%

⑦

9.6%

⑧

22.7%

⑨

4.5%

①29歳以下

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60～64歳

⑥65～69歳

⑦70～74歳

⑧75歳以上

⑨回答なし

ｎ=220

65歳以上

50.0%

図表 3-13 回答者の年齢 

図表 3-14 人が住まなくなってからの期間 

令和 4年度 平成 31年度 

平成 28年度 

平成 31年度 令和 4年度 

平成 28年度 

①

4.7% ②

12.9%

③

15.3%

④

12.9%
⑤

23.5%

⑥

2.4%

⑦

15.3%

⑨

12.9

%

n=85

①

5.3

%
②

26.3%

③

21.1%

④

15.8%

⑤

7.9%

⑥

2.6%

⑦

15.8%
⑧

2.6%

⑨

2.6%

n=38

③4.7%

④

17.6%

⑤5.9%

⑥

21.2%

⑦

22.4%

⑧

24.7%

⑨

3.5%

n=85

②1.9%

④

19.2%

⑤7.7%

⑥

17.3%⑦

17.3%

⑧

36.5%

n=52



第３章 空家等の現状と課題 

 

20 

図表 3-15 建物の建築時期の内訳 

 ◆建物の建築時期 

「昭和 46年～昭和 56年５月」が 28.2％と最も多く、次いで「昭和 36年～昭和 45年」が 23.2％、

「昭和 35年以前」が 21.8％となっており、昭和 56年５月以前に建築された建物の割合は 73.2％

となっています。 

  

 

 

 

 

  

 

  

    

◆空き家となっている主な理由 

「別の住居へ転居したため」が 21.1％と最も多く、次いで「相続により取得したが入居してい

ないため」が 19.2％、「倉庫・物置等に利用しているため」が 14.2％となっています。 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

◆建物の現在の状態 

「部分的に修繕を行えば住める状態」が 26.1％と最も多く、次いで「部屋を清掃すれば住める

状態」が 23.9％、「いつでも住める状態」が 17.0％となっています。 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

図表 3-16 空き家となっている主な理由 

図表 3-17 建物の現在の状態の内訳 

令和 4年度 平成 31年度 
平成 28年度 

令和 4年度 平成 28年度 平成 31年度 

①

22.4%

②

21.2%
③

9.4%

④

8.2%

⑤

8.2%

⑥

5.9%

⑨

8.2%

⑩

16.5%

n=85

①

13.2%

②

23.7%

③

21.1%

④

26.3%

⑦

2.6%

⑨

10.5%

⑩

2.6%

n=38

①

30.6%

②

16.5%
③

18.8%

④

17.6%

⑤

8.2%

⑥

2.4%

⑦

1.2%

⑨

4.7%

n=85

①

47.4%

②

7.9%

③

15.8%

④

15.8%

⑤

13.2%

n=38

令和 4年度 平成 31年度 
平成 28年度 

①

21.8%

②

23.2%③

28.2%

④

8.6%

⑤

4.1%

⑥

1.4% ⑦

5.5%

⑧

7.3%

①昭和35年以前

②昭和36年～昭和45年

③昭和46年～昭和56年5月

④昭和56年6月～平成2年

⑤平成3年～平成12年

⑥平成13年～平成22年

⑦わからない

⑧回答なし

ｎ=220

①

24.7%

②

14.1%

③

30.6%

④8.2%

⑤2.4%
⑥1.2%

⑦7.1%

⑧

11.8%

n=85

①

18.4%

②

13.2%

③

28.9%

④

15.8%

⑤

7.9%

⑥

2.6%

⑦

10.5%

⑧2.6%

n=38

①

21.1%

②

19.2%

③

14.2%

④

11.6%

⑤

7.3%

⑥

7.0%

⑦

4.3%

⑧

1.8%
⑨

6.6%

⑩

6.8%

①別の住宅へ転居したため

②相続により取得したが入居していないため

③倉庫・物置等に利用しているため

④賃借人等の入居者が退去したため

⑤老人ホーム等の施設に入居したため

⑥二次的な住宅に利用しているため

⑦売却・賃貸用として募集しているため

⑧転勤・出張等により長期不在のため

⑨その他

⑩回答なし

ｎ=220

①

26.1%

②

23.9%③

17.0%

④

14.1%

⑤

9.3%

⑥1.8%

⑦0.9% ⑧0.9%

⑨

5.9%

①部分的に修繕を行えば住める状態

②部屋を清掃すれば住める状態

③いつでも住める状態

④倉庫等の利用はできるが、住める状態ではない

⑤老朽化が進み、住める状態ではない

⑥特に把握していない

⑦敷地の草刈等を行えば住める状態

⑧その他

⑨回答なし

ｎ=220
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◆建物の管理方法（複数回答） 

「敷地内の草刈、樹木の剪定」が 80.0％と最も多く、次いで「戸締りの確認」が 72.7％、「建

物内及び敷地内の清掃」が 60.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆建物の利活用意向（複数回答） 

「売却または賃借する予定」が 29.1％と最も多く、次いで「子や孫等の家族の居住用に利用し

たい」が 22.7％、「しばらく利活用する予定はない」が 19.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

5.3

42.1

44.7

44.7

44.7

52.6

71.1

73.7

3.5

5.9

58.8

57.6

65.9

61.2

62.4

76.5

83.5

8.2

2.3

44.1

46.4

50.0

50.9

60.9

72.7

80.0

0 20 40 60 80 100

回答なし

その他

建物の換気や点検

雨漏りや傷み等の確認

地震・台風等の後の見回り

郵便物、   等の整理・処分

建物内及び敷地内の清掃

戸締りの確認

敷地内の草刈、樹木の剪定

図表3-18 建物の管理方法

平成28年度 平成31年度 令和4年度

H28:n=220    H31:n=85    R4:n=38

(％)

0

13.2

5.3

10.5

10.5

13.2

26.3

15.8

10.5

13.2

8.2

5.9

8.2

9.4

20.0

14.1

28.2

20.0

27.1

25.9

5.5

13.6

7.7

9.1

10.5

12.7

16.4

19.1

22.7

29.1

0 10 20 30 40 50 60

回答なし

その他

特に考えていない

二次的な住宅として時々利用したい

建替えや改築して居住用に利用したい

解体して駐車場や菜園等に利用したい

倉庫や物置等に利用したい

しばらく利活用する予定はない

子や孫等の家族の居住用に利用したい

売却または賃借する予定

図表3-19 建物の利活用意向

平成28年度 平成31年度 令和4年度

H28:n=220    H31:n=85    R4:n=38

(％)
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14.1 

3.2 

6.8 

9.5 

11.8 

15.0 

20.0 

22.3 

25.9 

44.1 

0 10 20 30 40 50 60

回答なし

その他

定住や移住を促す住宅として

空き家を利活用する場合の支援

地域交流などの公共的な施設に

空き家を利活用する場合の方法や支援

空き家バンク等の

空き家物件情報窓口の設置

空き家の問題点等の周知・啓発

特に必要と考えるものはない

相続に関する制度や情報の周知

空き家の適切な管理・利活用

に関する相談窓口の設置

空き家の除却・解体や

修繕を行う場合の支援

（％）

n=220

図表 3-21 空き家の発生抑制、適切な管理、利活用の促進を図るために必要なこと 

◆建物を利活用する上での課題（複数回答） 

「更地にしたら税金が上がる」が 30.5％と最も多く、次いで「解体資金の確保が困難」が 26.4％、

「特に課題はない」が 20.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆空き家の発生抑制、適切な管理、利活用の促進を図るために必要なこと（複数回答） 

「空き家の除却・解体や修繕を行う場合の支援」が 44.1％と最も多く、次いで「空き家の適切

な管理・利活用に関する相談窓口の設置」が 25.9％、「相続に関する制度や情報の周知」が 22.3％

となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7.9

5.3

5.3

7.9

7.9

15.8

5.3

34.2

10.5

31.6

8.2

11.8

5.9

5.9

11.8

11.8

20.0

21.2

29.4

22.4

30.6

9.5

10.5

4.5

5.0

7.7

15.0

16.4

18.6

20.9

26.4

30.5

0 10 20 30 40 50 60

回答なし

その他

権利者が複数人おり利活用の検討が困難

家族との相談機会が少ない

利活用の方法や相談の仕方がわからない

売却・賃貸先が見つからない

建替えや改築資金の確保が困難

家財道具の整理や処分が困難

特に課題はない

解体資金の確保が困難

更地にしたら税金が上がる

図表3-19 建物を利活用する上での課題

平成28年度 平成31年度 令和4年度

H28:n=220    H31:n=85    R4:n=38

(％)
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82.2 12.3
1.0

2.8
1.7

0 20 40 60 80 100

n=1,288

このまま住み続ける 当面の間、住み続ける予定

住み替える予定 いずれは住み替えたい

回答なし

（％）

10.2 26.7 47.1 14.7
0.4

0.4

0.5

0 20 40 60 80 100

n=1,288

単身（ひとり暮らし） 夫婦のみ 親と子の二世代

親子、孫の三世代 兄弟・姉妹 その他

回答なし

（％）

 （７）市民意向調査の結果 

現在の住まいに関すること、周辺の空き家の状況や管理・活用の考えなど、空き家に関する市

民の意向を把握するため、2017（平成 29）年度に実施した調査の結果は以下のとおりです。 

 

【調査概要】 

・調査地域：市内全域 

・調査対象：50歳以上でかつ一戸建ての住宅に居住している世帯主 

・対象者数：2,000世帯 

・調査方法：郵送による配布・回収 

・調査期間：平成 29年 11月 21日（火）～12月 15日（金） 

・回 収 数：1,288票（回収率：64.4％） 

※ｎ＝1,220と表示している図表については、回収数 1,288票のうち、「一戸建ての持ち家」 

に居住しているとの回答があった数値となります。 

※図表の数値の合計が 100％にならないものもあります。 

 

◆世帯構成 

「親と子の二世代」が 47.1％と最も多く、次いで「夫婦のみ」が 26.7％、「親子、孫の三世代」

が 14.7％となっています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆現在の住宅での居住意向 

「このまま住み続ける」が 82.2％と最も多く、次いで「当面の間、住み続ける予定」が 12.3％、

「いずれは住み替えたい」が 2.8％となっており、今後も住み続ける予定（当面も含む）の方が

94.5％となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

図表 3-22 世帯構成 

図表 3-23 現在の住宅での居住意向 
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3.3 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.5 

2.3 

4.1 

5.0 

9.6 

21.2 

76.5 

0 20 40 60 80 100

回答なし

その他

公共的な施設として活用してほしい

店舗・事務所として貸し出す

倉庫や物置等に利用する

解体して駐車場や菜園等に利用する

二次的な住宅として時々利用する

空き家になる可能性がある

賃貸住宅として活用する

特に考えていない

売却する

子どもや孫などに継承・相続する

（％）

n=1,220

5.7 7.9 18.4 17.8 27.4 15.0 5.7
0.4

1.7

0 20 40 60 80 100

n=1,220

昭和35年以前 昭和36年～昭和45年 昭和46年～昭和56年5月

昭和56年6月～平成2年 平成3年～平成12年 平成13年～平成22年

平成23年以降 わからない 回答なし

（％）

◆住宅の建築時期 

「平成３年～平成 12年」が 27.4％と最も多く、次いで「昭和 46年～昭和 56年５月」が 18.4％、

「昭和 56年６月～平成２年」が 17.8％となっています。 

なお、昭和 56年５月以前に建築された住宅は 32.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆現在の住宅に住まなくなった場合の活用方法（複数回答） 

「子どもや孫などに継承・相続する」が 76.5％と最も多く、次いで「売却する」が 21.2％、「特

に考えていない」が 9.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 3-24 住宅の建築時期 

 

図表 3-25 現在の住宅に住まなくなった場合の活用方法 
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6.0 

3.0 

8.7 

39.8 

41.0 

42.6 

48.0 

51.2 

60.6 

63.5 

0 20 40 60 80 100

回答なし

その他

特に心配していない

ゴミの放置、不法投棄による

臭気の発生

隣近所への悪影響

害虫の発生や動物などが棲みつく

不特定の者が容易に侵入できる

地震・台風等による損壊・倒壊

建物の老朽化による腐朽・破損の進行

樹木・雑草が繁茂する

（％）

n=1,288

7.2 

1.6 

3.1 

3.2 

4.3 

9.8 

9.8 

12.9 

15.2 

16.1 

34.2 

39.1 

0 20 40 60 80 100

回答なし

その他

家族と相談する機会を作ることが難しい

売却・賃貸先が見つからない

売却や賃貸などの相談先がわからない

更地にしたら税金が高くなる

相続などの権利関係が

複雑で整理が難しい

定期的な維持管理が難しい

家財道具などの整理や処分が難しい

解体資金の確保が難しい

特に課題はない

建て替えや改築資金の確保が難しい

（％）

n=1,220

◆住宅の活用方法の検討課題（複数回答） 

「建て替えや改築資金の確保」が 39.1％と最も多く、次いで「特に課題はない」が 34.2％、

「解体資金の確保」が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆管理されていない空き家に対する不安や心配事（複数回答） 

「樹木や雑草の繁茂」が 63.5％と最も多く、次いで「建物の老朽化による腐朽・破損の進行」

が 60.6％、「地震・台風等による損壊・倒壊」が 51.2％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図表 3-26 住宅の活用方法の検討課題 

図表 3-27 管理されていない空き家がある場合の不安や心配事 
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7.4 

2.3 

6.6 

16.5 

17.7 

19.3 

21.0 

25.0 

27.7 

31.1 

34.0 

38.9 

45.2 

0 20 40 60 80 100

回答なし

その他

特に必要と考えるものはない

定住を促す住宅として

利活用する場合の支援

公共的な施設に

利活用する場合の方法や支援

空き家の管理に関する

専門業者・サービス等の紹介

中古住宅・リフォーム市場の活性化支援

空き家バンク等の物件情報窓口の設置

相続に関する制度や情報の周知

空き家の問題点等の周知・啓発

自治会との連携による空き家情報の

収集・地域パトロールの強化

空き家の解体や修繕等への支援

空き家対策に関する相談窓口の設置

（％）

n=1,288

5.4 

0.9 

3.1 

6.2 

7.2 

10.6 

14.9 

17.9 

18.5 

21.1 

22.4 

28.3 

45.3 

48.2 

0 20 40 60 80 100

回答なし

その他

宿泊施設として活用

わからない

店舗や事業所として活用

生涯学習施設として活用

ボランティア等活動拠点として活用

子育て支援施設として活用

解体して駐車場や公園などに活用

地域コミュニティ施設として活用

高齢者や障害者支援施設として活用

解体して新たな住宅地として活用

個人資産のため所有者が決めること

中古住宅として活用

（％）

n=1,288

◆適切に管理されている空き家がある場合の活用方法（複数回答） 

「中古住宅として活用」が 48.2％と最も多く、次いで「個人資産のため所有者が決めること」

が 45.3％、「解体して新たな住宅地としての活用」が 28.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

◆空き家の発生抑制、適切な管理、活用を促進する必要施策（複数回答） 

「相談窓口の設置」が 45.2％と最も多く、次いで「解体・修繕等への支援」が 38.9％、「空き

家情報の収集・地域パトロールの強化」が 34.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 3-28 適切に管理されている空き家の活用方法 

図表 3-29 空き家の発生抑制、適切な管理、活用を促進する必要施策 
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３ 空家等の特性と課題 

（１）空家等に関する特性 

第２章「刈谷市の地域特性」及び本章の『空き家』及び『空家等』の現状を踏まえ、本市に 

おける空家等の取り巻く環境や特性などを以下のとおり整理します。 

①『ひと』に関すること 

【国勢調査、住民基本台帳】 

・人口は増加傾向にあるものの、少子高齢化の進行が見られる。 

・20代後半から 30 代の減少は、10歳未満の減少を考慮すると、住宅取得などに伴う子育

て世帯の転出が一つの要因と考えられる。 

・世帯数は増加傾向にあり、特に 65 歳以上の夫婦及びひとり暮らし世帯は年々増加して

いる。 

②『住まい』に関すること 

【住宅・土地統計調査、愛知県地価調査】 

・総住宅数は増加傾向にあるものの、新築志向が高く、中古住宅の流通の割合は低い。 

・自動車関連産業をはじめ多くの企業が立地し、産業の活性化や交通アクセスに優れてい

ることなどから、住宅地需要が高く、住宅地価格は年々上昇している。 

③『空き家』・『空家等』に関すること 

【住宅・土地統計調査】 

・有効活用が比較的検討しやすい「幅員４ｍ以上の道路」に接している空き家が８割を超

える一方で、課題の解決が必要となる「幅員４ｍ未満の狭あい道路」に接している空き

家も存在している。 

【実態把握調査】 

・中古住宅として活用できる可能性が高い「駅から徒歩圏内となる 1,000ｍ未満」の利便

性の高い空き家も存在している。 

・空家等の所有者は高齢者の割合が高い。 

・昭和 56 年５月以前に建築された建物が７割以上となっており、耐震性を有していない

と考えられる建物が多く存在している。 

・建物の利活用意向について「しばらく利活用する予定はない」という意見が約２割とな

っている。 

【市民意向調査】 

・管理されていない空き家に対して、「樹木や雑草の繁茂」、「建物の老朽化による腐朽・破

損の進行」、「地震・台風等による破損・倒壊」などを心配されている。 

・管理されている空き家に対しては、中古住宅としての活用が望まれている。 

・空き家の発生抑制、適切な管理、活用を促進するために相談窓口の設置、解体・修繕の

支援のほか、自治会との連携による空き家情報の収集・地域パトロールの強化などが望

まれている。 
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（２）空家等に関する課題 

空家等に関する特性などを踏まえ、空家等対策の取組を推進するにあたり、重要な要素となる

「実態把握」、「適正管理」、「有効活用」の３つの視点から、空家等に関する課題を以下のとおり

整理します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

実態把握 

適正管理 

有効活用 

・定期的な実態把握調査の実施、自治会や関係団体等との連携を図り、空家等の情報収集を

行うことが必要。 

・空家等の所在や、その状態及び所有者等の意向の把握などを適切に行うことが必要。 

・市民や自治会等から相談や問合せがあった空家等に対し、空家等の状態の把握、所有者等

の特定及び適切な管理の依頼を迅速かつ的確に行うことが必要。 

・空家等の管理は、所有者等の責任であることの周知が必要。 

・所有者等に対し、建築物及び樹木など適切な維持管理の意識啓発が必要。 

・所有者等に対し、危険度の高い空家等の除却や腐朽・破損箇所の改修を行うなど、周辺の 

安全確保や環境保全を図るよう促すことが必要。 

・空家等がもたらす諸問題を幅広く周知し、空家等の発生を未然に防ぐ啓発活動が必要。 

・子育て世帯などへ定住を促進するための受け皿として、空家等の有効活用を促す仕組み 

づくりが必要。 

・空家等の活用意義や効果などの理解を深める意識啓発が必要。 

・空家等の耐震化、接道状況などの問題に対する相談・情報提供などの支援が必要。 

・空家等の除却や改修に対する意識啓発や支援体制の構築が必要。 
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１ 基本的な方針 

第３章の空家等の現状と課題を踏まえ、本市の地域特性及び実情に応じた空家等対策を推進す

るため、本計画の基本的な方針は、『「住むなら刈谷！」良好な生活環境の保全～空家等の適切な

管理・活用の促進～』とします。 

 

 

 

  

 

 

 

２ 空家等対策の方向性 

  基本的な方針の実現に向けて、空家等対策を推進するための３つの方向性を示します。 

 

 

 

関係団体等と連携を図りながら、空家等に関する情報の収集に努めるとともに、定期的に空家

等の実態を把握するための調査を行うことにより、空家等の所在、所有者等の特定や空家等に対

する意向を把握するなど、空家等の的確な情報の把握に取り組みます。 

 

 

 

市民や所有者等に対し、管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸問題、それに対処することへ

の必要性・重要性を周知啓発し、空家等対策に関する意識の醸成を図るとともに、建物や樹木など

の適切な管理を促すための情報提供や支援方策の検討などに取り組みます。 

 

 

 

関係団体等と連携を図りながら、空家等を住宅ストックとして有効に活用できるよう「空き家

バンク制度」を創設するとともに、所有者等に対し、空家等の活用意義や効果の理解を深めるこ

とができるよう空家等の活用に関する情報提供や周知啓発を行います。 

また、老朽化が進行している空家等の除却や改修を促すための情報提供や空家等を有効に活用

するうえで課題となる相続登記や耐震化の促進などに関する情報提供、相談体制の構築や支援方

策の検討などに取り組みます。 

 

 

空家等の的確な情報を把握します 方向性１ 

空家等の適切な管理を促進します 方向性２ 

空家等の有効な活用を促進します 方向性３ 

 

「住むなら刈谷！」良好な生活環境の保全 
～空家等の適切な管理・活用の促進～ 

第４章 基本的な方針 
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 基本的な方針及び空家等対策の方向性の達成度合を定量的に確認するため、住生活基本計画

（全国計画）に示している空き家に関する成果指標を参考にして、本計画の目標値を以下のとお

り設定します。 

 

【全 国】 

・その他空き家数 318万戸（2013年）→ 400万戸程度に抑制（2025 年）（平成 28年版） 
        349万戸（2018年）→ 400万戸程度に抑制（2030 年）（令和 3年版） 

 ※新たな施策を講じない場合、2023年には 500万戸程度になると推計されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【刈谷市】 

     ・空 き 家 率：8 . 5％（2013年）× 1.57  ＝ 13.34％ →  約 13％ 

 

     ・空家等件数：377 件（2016年）× 1.57  ＝ 591.9件 →  約 590件 

 

 

・空 き 家 率：8 . 5％（2013年）× 1.25  ＝ 10.63％ →  10％程度 

・空家等件数：377 件（2016年）× 1.25  ＝ 471.3件 →  470件程度 

 
 

項 目 現状値 推計値 目標値(2028年) 

空き家率 
8.5％(2013年) 
7.6％（2018年） 

約 13％(2023年) 
  

10％程度に抑制 
 

空家等件数 
377件(2016年) 

291件（2019年） 
267件（2022年） 

約 590件(2026年) 
 

470件程度に抑制 
 

３ 成果指標 

図表 4-1 全国のその他の空き家の実績値、予測値、目標値（住生活基本計画〔全国計画〕） 

推計値 

目標値 

空き家発生ストップ！住宅ストック活用！ 
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その他の空き家（万戸）

約1.57倍
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な
策
を
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じ
な
い
場
合

2030年（令和3年版） 

7.6％（2018年） 

291 件（2019年） 
267 件（2022年） 

（平成 28版） 

（平成28年版） 
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空家等の発生抑制・適正管理 施策２ 

空家等の有効活用 施策３ 

管理不全空家等及び特定空家等に対する措置 施策４ 

本計画の基本的な方針の実現に向けて、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、空家等

対策の３つの方向性を踏まえ、４つの基本的な施策を以下のとおり示します。 

  

 

 

１ 定期的な空家等の実態調査の実施 

２ 空家等に関する情報の収集・更新 

 

 

 

 

 

 

１ 市民・自治会等に対する意識啓発 

２ 所有者等に対する意識啓発 

 

 

 

 

 

 

１ 住宅ストックとしての流通促進 

２ 地域活性化に資する施設としての活用促進 

 

  

 

 

 

 

１ 管理不全空家等及び特定空家等の判断 

２ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の実施 

  

空家等の実態把握 施策１ 

第５章 基本的な施策 
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空家等の実態把握 施策１ 
 

 

 

１ 定期的な空家等の実態調査の実施 

市内における空家等の所在や、その状態及び所有者等を特定する空家等の実態を把握する調査

並びに所有者等に対し、空家等の管理状況や今後の活用方法の意向を確認する調査を定期的に実

施します。 

 

【基本的な取組】 

〇空家等実態把握調査の実施 

・空家等の実態を把握する調査の方法として、水道使用者情報から水道閉栓データ、固定資

産課税台帳から家屋データ、住民基本台帳から住民票データなどを活用し、建築物等の居

住の有無を確認する「机上調査」を実施します。 

・「机上調査」にて抽出した空家等と思われる物件について、建築物等の状態の現地確認、周

辺住民への聞き取りなどを行う「外観調査」を実施します。 

・「机上調査」、「外観調査」の結果を踏まえ、「空家等候補物件」とした建築物等の所有者等

を特定するとともに、位置情報、建物情報、現地の写真、腐朽・破損状態などをまとめた

「空家等調査物件調書」を作成します。 

 

〇所有者等意向調査の実施 

・「空家等候補物件」とした建築物等の所有者等に対し、空家等となっている主な理由、管理

頻度、管理方法や活用に関する意向などを把握する「所有者等意向調査」を実施します。 

この調査結果を踏まえ、「空家等」に該当するかどうかを総合的に判断します。 

 

２ 空家等に関する情報の収集・更新 

市民・自治会等からの相談や問合せで把握した空き家情報や、実態調査で把握した空家等の情

報は、巡視による経過観察を定期的に行うなど、的確な空家等の情報収集及びデータベースを整

備し、適宜更新を行います。 

 

【基本的な取組】 

〇自治会等との連携による空家等の情報把握 

・地域の事情をよく知っている自治会等の協力を得ながら、空家等の的確な情報収集に努め

ます。 

・公益社団法人刈谷市シルバー人材センターなどの活用を検討しながら、定期的に空家等の

経過観察を行うなど、空家等の管理状況の把握に努めます。 
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空家等の発生抑制・適正管理 施策２ 

〇データベースの整備・更新 

・「空家等調査物件調書」のデータを庁内向け地理情報システム（庁内ＧＩＳ）へ登録する 

データベース整備を行い、把握した空家等情報を適正に保存します。 

・空家等実態調査で把握した情報、市民などから相談や問合せがあった空き家情報のデータ

を適宜追加及び更新します。 

・今後、空家等になるおそれのある「居住その他の使用がなされていない期間が１年未満の

住宅」などについても、把握した情報は適正に保存します。 

 

 

 

 

空家等の発生を未然に防ぐため、市民・自治会等に対して、管理不全の空家等が周辺にもたら

す諸問題、適切な管理の必要性、相続未登記による空家等問題が長期化・深刻化する事象がある

ことなどを周知し、意識の醸成を図ります。 

 

【基本的な取組】 

〇広報による周知・啓発 

・居住している住宅を良好な状態に保ち、長く住み続けるための方法や空家等の適切な管理

の必要性などについて、わかりやすくまとめたパンフレットやチラシなどを作成するとと

もに、広報、ホームページなどを通じて周知・啓発に努めます。 

・相続を契機に空き家が発生する場合があることから、権利関係が複雑化する前からの対策

や相続登記の必要性について周知・啓発に努めます。 

 

〇空家等の発生を防ぐための空き家相談会の開催 

・空家等に関する理解を深めるため、空家等がもたらす諸問題、適切な管理方法、相続手続

きの長期化による空家等の発生を防ぐ解決策などを学ぶセミナーや相談会を関係団体等

（愛知県弁護士会、愛知県司法書士会など）との連携により開催します。 

 

空家等の管理は、第一義的には所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提です。

所有者等が空家等を適切に管理するためには、空家等の状況を定期的に把握し、幅広い視点で対

処することが必要となります。そのため、空家等問題が進行する前に、管理責任について周知し、

適切な管理に関する意識の醸成を図ります。 

  

１ 市民・自治会等に対する意識啓発 

２ 所有者等に対する意識啓発 
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空家等の有効活用 施策３ 

【基本的な取組】 

〇所有者等に対する周知・啓発 

・市民などから相談や問合せがあった空き家に対して、現地の状況を確認のうえ、所有者等

による適切な管理の実施を依頼します。 

・空き家問題に関する情報、空き家の適切な管理に関する情報などの提供に努めます。 

 

〇空家等に関する相談会の開催 

・空家等の管理責任をはじめ、空家等に起因する諸問題への理解、空家等対策に関する情報

提供を行うためのセミナー、具体的な悩みや不安を解消するための相談会を関係団体等

（愛知県弁護士会、愛知県司法書士会など）との連携により開催します。 

 

〇空家等の管理サポート体制づくりの検討 

・公益社団法人刈谷市シルバー人材センターなどを活用することにより、空家等の適切な管

理が実施できる管理サポート体制づくりを検討します。 

 

 

 

 

空家等は、住宅ストックとして貴重な地域資源であるため、有効に活用することにより空家等

対策の推進、持続可能なまちづくりに寄与することができます。 

本市においては、住宅取得に伴う子育て世帯の転出が顕在化していることから、子育て世帯な

どの住宅ニーズや所有者等の意向を把握し、住宅ストックとして活用可能な良質な空家等の流通

を促進します。 

また、耐震性の問題などで、住宅として活用が困難である空家等に対しては、除却を促進する

方策を検討するとともに、除却後の跡地活用に関する意識啓発や情報提供を行います。 

 

【基本的な取組】 

〇空き家バンク制度の創設 

・中古住宅としての空き家の活用及び定住の促進を図るため、関係団体等（愛知県宅地建物

取引業協会など）と連携し、空家等所有者と子育て世帯や本市への定住希望者をマッチン

グさせる「空き家バンク制度」を創設します。 

 

 

 

 

 

１ 住宅ストックとしての流通促進 
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〇空家等の有効活用に関する意識啓発 

・空家等の改修方法、空家等の有効活用の事例を情報発信するなど、市民や所有者等の意識

醸成に努めます。 

・空家等の耐震化を促進し、若年世代や子育て世帯などに定住を促すため、中古住宅として

空家等を活用する（リユース）など、住宅市場としての活性化に資する取組や支援に関す

る情報提供や普及啓発に努めます。 

・空家等の有効活用や流通促進を図るため、専門家からアドバイスなどが受けられるセミナ

ーや相談会を関係団体等との連携により開催します。 

 

〇空家等の除却や跡地活用に関する意識啓発 

・空家等の除却に関する補助制度、税制上の特例措置に関する情報や跡地活用の事例などを

広報、ホームページなどを通じて周知・啓発に努めます。 

・除却した空家等の跡地も、市場への流通化を図ることは、良質な土地利用にとって重要で

あるため、関係団体等（愛知県宅地建物取引業協会など）と連携して情報提供に努めます。 

 

〇空家等の有効活用方策の検討 

・空家等の活用に関する補助制度の創設や支援方策を検討します。 

・空家等の活用にあたっては、建築基準法に基づく接道義務、都市計画法に基づく市街化調 

整区域内の建築制限の規制などがあるため、活用方策の調査・研究に努めます。 

 

 

空家等は、地域活性化に資する施設としても有効に活用できる貴重な地域資源となる可能性を

持ち合わせています。 

このことから、地域活性化に資する施設として空家等を活用できるよう市民、所有者、事業者

等の意向を把握するとともに、関係団体等と連携しながら、空家等の有効活用に関する情報発信

や方策の検討に取り組みます。 

 

【基本的な取組】 

〇地域活性化方策の情報発信 

・空家等を地域の交流サロン、チャレンジショップなどの地域活性化に資する施設として活

用する（リノベーション）など、地域の課題解決につなげている全国の先進事例を調査・

研究し、空家等の活用を促進するための情報発信に努めます。 

 

〇地域資源としての有効活用方策の検討 

・定住を促す地域資源として空家等を有効に活用するため、住み替えを希望している方に一

定期間貸し出す支援方策などを検討します。  

２ 地域活性化に資する施設としての活用促進 
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管理不全空家等及び特定空家等に対する措置  施策４ 
 

 

 
１ 管理不全空家等及び特定空家等の判断  

（１）管理不全空家等及び特定空家等の判断基準 

 ガイドラインに示されている「管理不全空家等及び特定空家等」の判断の参考となる基準は、

以下のとおりです。 

① 保安上危険に関して参考になる基準 

ア 建築物等の倒壊 

（ア）建築物 

 （特定空家等） 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体の変形又は外壁材の剥落若しくは脱落 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材（基礎、柱、はりその他の構造耐力上主要

な部分をいう。以下同じ。）の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ 

（管理不全空家等） 

 ・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落 

 ・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 

 ・雨水侵入の痕跡 

（イ）門、塀、屋外階段等 

 （特定空家等） 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい門、塀、屋外階段等の傾斜 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材

同士のずれ 

（管理不全空家等） 

 ・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 

（ウ）立木 

（特定空家等） 

 ・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜 

 ・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の幹の腐朽 

（管理不全空家等） 

・立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態 

イ 擁壁の崩壊 

（特定空家等） 

・擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出 

・崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は

変状 
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（管理不全空家等） 

・擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状 

・擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず、排水不良が認められる状態 

ウ 部材等の落下 

（ア）外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等 

（特定空家等） 

・外壁材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存す

る手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、

腐食等 

（管理不全空家等） 

・外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設

備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等 

（イ）軒、バルコニーその他の突出物 

（特定空家等） 

・軒、バルコニーその他の突出物の脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい軒、バルコニーその他の突出物の傾き又はこれらの

支持部分の破損、腐朽等 

（管理不全空家等） 

・軒、バルコニーその他の突出物の破損、腐朽等 

（ウ）立木の枝 

（特定空家等） 

・立木の大枝の脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい立木の上部の大枝の折れ又は腐朽 

（管理不全空家等） 

・立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態 

エ 部材等の飛散 

（ア）屋根ふき材、外装材、看板等 

（特定空家等） 

・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥落又は脱落 

・飛散のおそれがあるほどの著しい屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれ

らの支持部材の破損、腐食等 

（管理不全空家等） 

・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等 

（イ）立木の枝 

（特定空家等） 

・立木の大枝の飛散 

・飛散のおそれがあるほどの著しい立木の大枝の折れ又は腐朽 
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（管理不全空家等） 

・立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態 

 

② 衛生上有害に関して参考になる基準 

ア 石綿の飛散 

（特定空家等） 

・石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損等 

（管理不全空家等） 

・吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等 

イ 健康被害の誘発 

（ア）汚水等 

（特定空家等） 

・排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）からの汚水等の流出 

・汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等 

（管理不全空家等） 

・排水設備の破損等 

（イ）害虫等 

（特定空家等） 

・敷地等からの著しい多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生 

・著しい多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生のおそれがあるほどの敷地等の常態的な水

たまり、多量の腐敗したごみ等 

（管理不全空家等） 

・清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷地に認めら

れる状態 

（ウ）動物の糞尿等 

（特定空家等） 

・敷地等からの著しい量の動物の糞尿等 

・著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態的な敷地等への動物の棲みつき 

（管理不全空家等） 

・駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきは敷地等に認められる状態 

 

③ 景観悪化に関して参考になる基準 

（特定空家等） 

・屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損 

・著しく散乱し、又は山積した敷地等のごみ等 

（管理不全空家等） 

・補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認

められる状態 
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・清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる 

 

④ 周辺の生活環境の保全への影響に関して参考になる基準 

ア 汚水等による悪臭の発生 

（特定空家等） 

・排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）の汚水等による悪臭の発生 

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等 

・敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ等による悪臭の発生 

・悪臭の発生のおそれああるほどの著しい敷地等の動物の糞尿等又は多量の腐敗したご

み等 

（管理不全空家等） 

・排水設備の破損等又は封水切れ 

・駆除、清掃等がなされておらず、常態的な動物の棲みつき又は多量の腐敗したごみ等

が敷地等に認められる状態 

イ 不法侵入の発生 

（特定空家等） 

・不法侵入の形跡 

・不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破損等 

（管理不全空家等） 

・開口部等の破損等 

ウ 立木等による破損・通行障害等の発生 

（特定空家等） 

・周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の

枝等のはみ出し 

（管理不全空家等） 

・立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態 

エ 動物等による騒音の発生 

（特定空家等） 

・著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する動物の敷地等への棲みつき等 

（管理不全空家等） 

・駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認められる状態 

オ 動物等の侵入等の発生 

（特定空家等） 

・周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき 

（管理不全空家等） 

・駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認められる状態 
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（２）管理不全空家等及び特定空家等の認定 

 周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている適切な管理が行われていない空家等は、「管理不

全空家等及び特定空家等」に該当するか否かの総合的な判断が必要となります。 

 このため、ガイドラインで示された参考となる基準及び「空き家再生等推進事業等における外

観目視による住宅の不良度判定の手引き（案）（平成 23年国土交通省住宅局）」による「住宅の不

良度の測定基準【外観目視により判定できる項目】」と照らし合わせ、「管理不全空家等及び特定

空家等候補物件」に該当するか否かを判断します。 

「管理不全空家等及び特定空家等候補物件」として判断した空家等に対して、必要に応じて、

関係団体等（愛知県建築士事務所協会など）と連携を図りながら、住宅地区改良法施行規則別表

第一「住宅の不良度の測定基準」などを活用し、空家法第９条第２項に基づく「立入調査」を行

い、「刈谷市空家等対策協議会」の協議を経て、「管理不全空家等及び特定空家等」であると認定

します。 

なお、「立入調査」は特定空家等候補物件の場合に行い、管理不全空家等候補物件の場合は行い

ません。 

 

（３）「管理不全空家等及び特定空家等」であると認定に至らなかった空家等への対応 

 「管理不全空家等及び特定空家等」に該当しないと判断した「空家等」は、将来的に「管理不

全空家等及び特定空家等」になることを防ぐ必要があるため、所有者等に対して、再度、適切な

管理の実施を依頼するなど、所有者等による自主的な対応を促します。 

 

（４）所有者等が不明な場合の対応 

 所有者等の行方を把握できない、相続人がいないことなどによる所有者等が不明の空家等、管

理不全空家等及び特定空家等については、財産管理制度の活用を検討します。 
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２ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置の実施 

管理不全空家等の場合は空家法第 13 条、特定空家等の場合は空家法第 22 条の規定に基づき、

空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置を実施するよう「指導」（特定空家等の場合は「助言又は指導」）、「勧告」、更に特定空

家等の場合は「命令」、「代執行又は略式代執行」と段階に応じて法的措置を講じます。 

【措置の主な内容】 

①助言又は指導（空家法第 13条第 1項、第 22条第 1項） 

・所有者等に対し、管理不全空家等及び特定空家等の状態を改善するように、指導（特定空

家等の場合は、助言又は指導）を行います。 

・助言又は指導により管理不全空家等及び特定空家等の状態が改善された場合には、その履

歴を記録します。 

②勧告（空家法第 13条第 2項、第 22条第 2項） 

・助言又は指導をした場合において、その状態が改善されないときは、所有者等に対して、

（特定空家等の場合は、相当の猶予期限を付けて、）必要な措置をとることを勧告します。 

・勧告を受けた管理不全空家等及び特定空家等は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から

除外されます。 

③命令（空家法第 22条第３項から第８項まで及び第 13項から第 15項まで） 

・特定空家等の場合で勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかっ

た場合に、特に必要があると認めるときは、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとる

ことを命じます。 

・措置を命じようとする者又はその代理人に対し、あらかじめ命じようとする措置の内容及

びその事由、意見書の提出先及び提出期限を記載した命令に係る事前の通知書を交付しま

す。 

・命令をした場合は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、標識を

設置するとともに、市のホームページなどにおいて命令が出ている旨を公表します。 

④代執行（空家法第 22条第９項） 

・措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分ではないとき、又は履

行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、

本来「特定空家等」の所有者等が履行すべき措置を代執行することができます。 

・代執行に要した一切の費用（作業員の賃金、資材費など）は、義務者から徴収することに

なります。 

⑤略式代執行（空家法第 22条第 10項） 

・過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合は、その措置を

自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができます。 

・略式代執行を行うにあたっては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期 

 限までにその措置を行わないときは、市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者が 

その措置を行うべき旨をあらかじめ公告します。 
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（所有者等が不明の場合） 

（特定空家等候補の場合） 

図表 5-1 特定空家等に対する措置の基本的な手順 

現地確認、近隣への聞き取り（外観調査） 

所有者等の特定 

（空家法第10条第１項、第３項） 

 

立入調査 

（空家法第９条第２項） 

勧告 
 
（空家法第22条第 2項） 

住宅用地特例の 
対象から除外 

助言又は指導 

（空家法第22条第 1項） 

命令 

（空家法第22条第３項） 

刈

谷

市

空

家

等

対

策

協

議

会 

改善がなく、状態が悪化した場合 

特定空家等の認定へ 

代執行 

（空家法第22条 

第9項） 

市民・自治会などからの情報提供 

所有者等からの相談 など 

空家等 

実態把握 

空家等実態調査（机上調査） 

（空家法第９条第１項） 

 

諮問 

答申 

管理不全空家等の認定 

略式代執行 

（空家法第22条 

第 10項） 

特定空家等の認定 

指導 

（空家法第13条第１項） 

（管理不全空家等候補の場合） 

勧告 
 
（空家法第13条第 2項） 

住宅用地特例の 
対象から除外 

財
産
管
理
制
度
の
活
用 
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１ 各主体の役割 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、所有者、市民・自治会、関係団体等

がそれぞれの役割を理解し、相互に市と連携・協働しながら、各種施策を推進します。 

①所有者等 

空家法第３条において、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空

家等の適切な管理に努めるものとする」と定められています。 

空家等は個人の資産であり、その管理は所有者等の裁量に委ねられていますが、管理不全によ

って周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことは問題であり、所有者等の責任において的確に対応し

なければなりません。そのため、所有者等は、特定空家等になる前に、住宅として有効に活用す

る、老朽化した空家等の除却を行うなど、空家等の適切な管理の実施に努める必要があります。 

 

②市民・自治会等 

地域の良好な生活環境の維持を図り、空家等の発生や放置が起こらないよう住民間での良好な

関係を築くため、地域コミュニティ内の連携を強化する必要があります。 

また、空家等の管理や活用の促進にあたり、所有者等や市と連携していくことが求められます。 

 

③関係団体等 

空家等対策を推進するにあたり、管理だけではなく、市場への流通、改修・除却、相続等の法

的な問題など、様々な問題解決、課題に取り組まなくてはいけないことから、専門的かつ幅広い

分野での情報収集が必要となります。そのため、所有者等や市が行う空家等対策について、専門

的な知識の提供や技術的な支援など積極的に協力することが求められます。 

 

④市 

空家法第４条において、「市町村は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する

対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めること」と定められてお

り、空家等対策に関する基本的な方針を示すほか、空家等の相談にあたり、各主体との総合的な

窓口としての役割を担うとともに、まちづくりの観点から空家等対策の推進に取り組みます。 

また、空家等の発生抑制や適切な管理の促進に向け、関係団体等と連携した情報提供、相談対

応など、空家等対策に関する支援方策の検討を進めます。 

 

市民や所有者等からの空家等に関する相談や問合せなどについては、防災、衛生、景観など多

岐にわたり、対応のあり方も様々であるため、空家等対策を総合的に統括する「建築課」が担当

窓口として受付します。 

その後、関係部署と連携を図りながら、できる限り迅速かつ的確な対応に努めます。 

また、空家等に関する問題を解決するためには、専門的な知見が必要となる場合があることか

ら、関係団体等との連携により対応方法などの検討を行います。 

２ 市民等からの空家等に関する相談への対応 
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相談対応 

情報提供 

所有者等 

 

 

 

市民 

自治会等 

関係団体等 

市 

協議会 

情報提供 

連携強化 

知識の提供 

技術的支援 

３ 空家等に関する施策の実施体制 

空家等がもたらす問題は分野横断的で多岐にわたるものであるため、関係各課と密接に連携し

て情報の共有や対処方法の協議を行う場として、空家等対策に伴う庁内検討会議を開催するなど、

空家等対策を推進する体制を構築します。 

庁内検討会議は、建築課のほか、空家等対策の推進に関連する部署（まちづくり、道路、税務、

福祉など）をもって構成します。 

また、本計画の実施に関する事項などについて、協議を行う場として「刈谷市空家等対策協議

会」を定期的に開催します。 

協議会は、市長のほか、地域住民、法務・不動産・建築等に関する学識経験者その他市長が必

要と認める者をもって構成します。 

 

４ その他空家等に関する対策の実施 

（１）効果の検証・評価と見直し 

本計画の実効性を確認するため、成果指標の達成状況を把握するとともに、定期的に施策の検

証や評価を行い、その結果を踏まえ計画の見直しを行います。計画の見直しにあたっては、「刈谷

市空家等対策協議会」や庁内検討会議の意見を踏まえ、施策の検証、評価、立案などを行います。 

 

（２）他法令との連携 

空家等対策の実施にあたっては、空家法に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災害対策基

本法、災害救助法など、関係する他法令との連携にも留意し、それぞれの法令の目的に沿って空

家等に対する必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 6-1 計画推進に向けた連携体制 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法            

（平成２６年法律第１２７号） 

（令和５年１２月１３日 改正） 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進す

るために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体

が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収

集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の

促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければ

ならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他

空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の

提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施

する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する
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ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第

二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項まで

の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等

の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済

的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となる

と認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区

域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用

促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市

街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二

条第二項に規定する重点区域 
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五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有

する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な

空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条

において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の

活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用

促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第

二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等

の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一

項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。

次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第

四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項に

おいて準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受

けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の

規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要

件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満

の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上

接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促

進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものと

して国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区

域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する

事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）

第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域

を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区

域及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければな

らない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条

第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで

の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」とい

う。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用

促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又は

同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第
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三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の

規定による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政

庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合

において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なけ

ればならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁

は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進

区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるとき

は、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及

び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との

調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提

供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議

会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が

必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこと

ができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空

家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しく

はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができ

る。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所

に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を

通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるとき

は、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
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ならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のた

めに必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため

に内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用す

る目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関する

ものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のため

に必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家

等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう

適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同

じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれ

ば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態

にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本

指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家

等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導

をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状

態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きい

と認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全

空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置に

ついて勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき

は、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定

による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求

をすることができる。 
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２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認

めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請

求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要が

あると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六

十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供

その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空

家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当する

ものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的

社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、

当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措

置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認め

るときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分

についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第

七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたと

きは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法

第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利

用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する

特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において

準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に

定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用

建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第

十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該      

公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一 

項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及び第十三項の

規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とある

のは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは

「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項

（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定す

る空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以下この条におい

て「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」
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と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得

ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得な

い」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要

件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）

の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整

区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に

規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に

供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当該

建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の結

果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をす

るものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家

等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用

途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による

許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な

配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二

十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの

委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空

家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅

供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する

業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置

法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第

百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空

家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的

社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことがで

きる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十

七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第

一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地

の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができ

る。 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修
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繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同

じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等

の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶

予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当

の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及

び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人

に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わな

ければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項

に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の

期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを

させることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措

置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知す

ることができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行

われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うこと

ができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を

自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置

実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長

は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までに

その措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要し

た費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 
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１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態

にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項ま

での規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかか

わらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は

措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六

条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土

交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章

（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図

るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通

省令・総務省令で定める。 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規

定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若し

くは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適

正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用

支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所

及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更す

るときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の

管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又は

その活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の

空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 
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五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を

行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要

があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認め

るときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを

命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の

規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら

ない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の

提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があると

して、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情

報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度

で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するとき

は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関

連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対

し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更を

することを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案

に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は

変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとす

る。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、そ

の理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理

のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請

求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるとき

は、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定によ
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る請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要

請をした支援法人に通知するものとする。 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する

補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他

の措置を講ずるものとする。 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ

る立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公

布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規

定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措

置法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の

適用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」

とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二

号）附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この法

律の施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新法第二

十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律に

よる改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」という。）第

十四条第十項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、施

行日以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第

十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 
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（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経

過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定につい

て、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切か

つ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税

制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家

等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずる

ものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処

する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に

処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算

して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置

を講ずるものとする。 
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〇刈谷市空家等対策協議会条例                   

（平成３０年６月２９日条例第２１号） 

（令和５年１２月２２日改正） 

 （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定に基づき、刈谷市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、協議するものとする。 

 （１）法第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

 （２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、市長及び委員１０人以内で組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）各種団体を代表する者 

 （３）その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （意見の聴取等） 

第７条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴

き、又は説明を求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、建設部建築課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年７月１日から施行する。 

 （刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部改正） 

２ 刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例（昭和３２年条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１項中第４８号を第４９号とし、第４７号の次に次の１号を加える。 

  （４８）空家等対策協議会委員 日額 ６，４００円 

第４条第２項ただし書中「第２条第１項第４８号」を「第２条第１項第４９号」に改める。 

 （刈谷市歴史博物館条例の一部改正） 

３ 刈谷市歴史博物館条例（平成３０年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項を次のように改める。 

  （刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部改正） 

２ 刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例（昭和３２年条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

   第２条第１項中第４９号を第５０号とし、第４８号の次に次の１号を加える。 

   （４９）歴史博物館協議会委員 日額 ６，４００円 

   第４条第２項ただし書中「第２条第１項第４９号」を「第２条第１項第５０号」に改める。 

附 則（令和４年１２月２３日条例第３０号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２２日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考となる基準（国土交通省） 

 

〔別紙１〕 保安上危険に関して参考となる基準 

 

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態（特定空家等）」又は「そ

のまま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるおそれのある状態（管理不全空家

等）」であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる放置した場合の悪影響ごとに、それぞれに掲げ

る状態の例を参考として総合的に判断する。なお、以下に掲げる放置した場合の悪影響及び状態の

例によらない場合も、個別の事案に応じて適切に判断する必要がある。 

 

１．建築物等の倒壊 

以下に掲げる状態の例であって建築物等の倒壊につながるものを対象として、特定空家等又は管

理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（１）建築物 

（特 定 空 家 等）・倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体の変形又は外装材の剥落若

しくは脱落 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材（基礎、柱、はりその他の構

造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）の破損、腐朽、蟻害、腐食等

又は構造部材同士のずれ 

（管理不全空家等） ・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落 

・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 

・雨水浸入の痕跡 

（備     考） ・倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜は、1/20 超が目安とな

る。 

・傾斜を判断する際は、２階以上の階のみが傾斜している場合も、同様

に取り扱うことが考えられる。 

・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落は、過去に大きな水平力等

が加わり、構造部材に破損等が生じている可能性が高い事象である。 

（２）門、塀、屋外階段等 

（特 定 空 家 等） ・倒壊のおそれがあるほどの著しい門、塀、屋外階段等の傾斜 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食

等又は構造部材同士のずれ 

（管理不全空家等） ・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 

（３）立木 

（特 定 空 家 等） ・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の幹の腐朽 

（管理不全空家等） ・立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態 

（備     考） ・立木の傾斜及び腐朽に関しては、「都市公園の樹木の点検・診断に関す
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る指針（案）参考資料」（平成 29 年 9月 国土交通省）における樹木の

点検の考え方や手法等が参考にできる。以下 ３．（３）及び４．（２）

において同様とする。 

 

２．擁壁の崩壊 

以下に掲げる状態の例であって擁壁の崩壊につながるものを対象として、特定空家等又は管理不

全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出 

・崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水

のしみ出し又は変状 

（管理不全空家等） ・擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状 

・擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず、排水不良が認められる状

態 

（備     考） ・擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点（環境条件・障害状況）と変状

点の組合せ（合計点）により、擁壁の劣化の背景となる環境条件を十分

に把握した上で、危険度を総合的に評価する。この場合、「宅地擁壁の

健全度判定・予防保全対策マニュアル」（令和４年４月 国土交通省）が

参考にできる。 

 

３．部材等の落下 

以下に掲げる状態の例であって部材等の落下につながるものを対象として、特定空家等又は管理

不全空家等であることを総合的に判断する。 

（１）外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等 

（特 定 空 家 等） ・外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の

剥落又は脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部の外装材、屋根ふき材若し

くは上部に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損

又はこれらの支持部材の破損、腐食等 

（管理不全空家等） ・外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、

雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食

等 

（備     考） ・既に外装材等の剥落又は脱落がある場合は、他の部分の外装材等の落下

が生じる可能性が高いと考えることができる。ただし、上部の外装材等

の落下が生じるかの判断が必要になる。 

（２）軒、バルコニーその他の突出物 

（特 定 空 家 等） ・軒、バルコニーその他の突出物の脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい軒、バルコニーその他の突出物の傾

き又はこれらの支持部分の破損、腐朽等 

（管理不全空家等） ・軒、バルコニーその他の突出物の支持部分の破損、腐朽等 
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（備     考） ・既に軒等の脱落がある場合は、他の部分の軒等の落下が生じる可能性が

高いと考えることができる。 

（３）立木の枝 

（特 定 空 家 等） ・立木の大枝の脱落 

・落下のおそれがあるほどの著しい立木の上部の大枝の折れ又は腐朽 

（管理不全空家等） ・立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる

状態 

（備     考） ・既に立木の大枝の脱落がある場合は、他の上部の大枝の落下が生じる可

能性が高いと考えることができる。 

 

４．部材等の飛散 

以下に掲げる状態の例であって部材等の飛散につながるものを対象として、特定空家等又は管理

不全空家等であることを総合的に判断する。 

（１）屋根ふき材、外装材、看板等 

（特 定 空 家 等） ・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥落又は脱落 

・飛散のおそれがあるほどの著しい屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等

の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等 

（管理不全空家等） ・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、

腐食等 

（備     考） ・既に屋根ふき材等の剥落又は脱落がある場合は、他の部分の屋根ふき材

等の飛散が生じる可能性が高いと考えることができる。 

（２）立木の枝 

（特 定 空 家 等） ・立木の大枝の飛散 

・飛散のおそれがあるほどの著しい立木の大枝の折れ又は腐朽 

（管理不全空家等） ・立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる

状態 

（備     考） ・既に立木の大枝の飛散がある場合は、他の部分の大枝の飛散が生じる可

能性が高いと考えることができる。 
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〔別紙２〕衛生上有害に関して参考となる基準 

 

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態（特定空家等）」又は「そのま

ま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるおそれのある状態（管理不全空家等）」

であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる放置した場合の悪影響ごとに、それぞれに掲げる状

態の例を参考として総合的に判断する。なお、以下に掲げる放置した場合の悪影響及び状態の例に

よらない場合も、個別の事案に応じて適切に判断する必要がある。 

 

１．石綿の飛散 

以下に掲げる状態の例であって石綿の飛散につながるものを対象として、特定空家等又は管理不

全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損等 

（管理不全空家等） ・吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等 

２．健康被害の誘発 

以下に掲げる状態の例であって健康被害の誘発につながるものを対象として、特定空家等又は管

理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（１）汚水等 

（特 定 空 家 等） ・排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）からの汚水等の流出 

・汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等 

（管理不全空家等） ・排水設備の破損等 

（２）害虫等 

（特 定 空 家 等） ・敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生 

・著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生のおそれがあるほどの敷地等

の常態的な水たまり、多量の腐敗したごみ等 

（管理不全空家等） ・清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷

地等に認められる状態 

（３）動物の糞尿等 

（特 定 空 家 等） ・敷地等の著しい量の動物の糞尿等 

・著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態的な敷地等への動物の棲みつ

き 

（管理不全空家等） ・駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる

状態 
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〔別紙３〕 景観悪化に関して参考となる基準 

 

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態（特定空家等）」又は

「そのまま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるおそれのある状態（管理不全空

家等）」であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる状態の例を参考として総合的に判断する。な

お、以下に掲げる状態の例によらない場合も、個別の事案に応じて適切に判断する必要がある。 

 

以下に掲げる状態の例であって景観悪化につながるものを対象として、特定空家等又 

は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損 

・著しく散乱し、又は山積した敷地等のごみ等 

（管理不全空家等） ・補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又

は汚損が認められる状態 

・清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認めら

れる状態 

（備     考） ・景観法に基づく景観計画、同法に基づく景観地区における都市計画等にお

いて、上記の状態に関係する建築物の形態意匠に係る制限等が定められて

いる場合は、上記の状態に該当することの判断を積極的に行うことが考え

られる。 
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〔別紙４〕 周辺の生活環境の保全への影響に関して参考となる基準 

 

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態（特定空家等）」

又は「そのまま放置すれば当該状態の特定空家等に該当することとなるおそれのある状態（管理不

全空家等）」であるか否かの判断に際しては、以下に掲げる放置した場合の悪影響ごとに、それぞれ

に掲げる状態の例を参考として総合的に判断する。なお、以下に掲げる放置した場合の悪影響及び

状態の例によらない場合も、個別の事案に応じて適切に判断する必要がある。 

 

１．汚水等による悪臭の発生 

以下に掲げる状態の例であって汚水等による悪臭の発生につながるものを対象として、特定空家

等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）の汚水等による悪臭の発生 

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等 

・敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ等による悪臭の発生 

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい敷地等の動物の糞尿等又は多量

の腐敗したごみ等 

（管理不全空家等） ・排水設備の破損等又は封水切れ 

・駆除、清掃等がなされておらず、常態的な動物の棲みつき又は多量の腐敗

したごみ等が敷地に認められる状態 

 

２．不法侵入の発生 

以下に掲げる状態の例であって不法侵入の発生につながるものを対象として、特定空家等又は管

理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・不法侵入の形跡 

・不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破損等 

（管理不全空家等） ・開口部等の破損等 

 

３．落雪による通行障害等の発生 

以下に掲げる状態の例であって落雪による通行障害等の発生につながるものを対象として、特定

空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・頻繁な落雪の形跡 

・落下した場合に歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい屋

根等の堆雪又は雪庇 

・落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの破損等 

（管理不全空家等） ・通常の雪下ろしがなされていないことが認められる状態 

・雪止めの破損等 

（備     考） ・豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項に基づく豪雪地帯又は同条第２項

に基づく特別豪雪地帯の指定等当該地域における通常の積雪の程度等を

踏まえて、上記状態に該当することの判断を適切に行うことが考えられ



巻末資料 

 

65 

る。 

 

４．立木等による破損・通行障害等の発生 

以下に掲げる状態の例であって立木等による破損・通行障害等の発生につながるものを対象とし

て、特定空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの

著しい立木の枝等のはみ出し 

（管理不全空家等） ・立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる

状態 

 

５．動物等による騒音の発生 

以下に掲げる状態の例であって動物等による騒音の発生につながるものを対象として、特定空家

等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する動物の敷地等への棲みつき等 

（管理不全空家等） ・駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認めら

れる状態 

 

６．動物等の侵入等の発生 

以下に掲げる状態の例であって動物等の侵入等の発生につながるものを対象として、 

特定空家等又は管理不全空家等であることを総合的に判断する。 

（特 定 空 家 等） ・周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき 

（管理不全空家等） ・駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつきが敷地等に認められ

る状態 
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管理不全空家及び特定空家等候補物件状態確認票 

（管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要なガイドライン 別紙１～４より） 

  放置した場合 

の悪影響 
種類等 特定空家等 

有(×) 

無(－) 
管理不全空家等 

有(×) 

無(－) 

①
保
安
上
危
険 

１．建築物等

の倒壊 

建築物 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい建
築物の傾斜（1/20超） 

  
・屋根の変形又は外装材の剥
落若しくは脱落 

  

・倒壊のおそれがあるほどの著しい屋
根全体の変形又は外装材の剥落若しく
は脱落 

  
・構造部材の破損、腐朽、蟻害、

腐食等 

  

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構
造部材（※）の破損、腐朽、蟻害、腐食 

等 又は構造部材同士のずれ 
  ・雨水浸入の痕跡 

  

門、塀、

屋外階段

等 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい門、
塀、屋外階段等の傾斜 

  

・構造部材の破損、腐朽、蟻害、
腐食等 

  

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構

造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は
構造部材同士のずれ 

  

立木 

・倒壊のおそれがあるほどの著しい立
木の傾斜 

  ・立木の伐採、補強等がなされ
ておらず、腐朽が認められる
状態 

  

・倒壊のおそれがあるほどの著しい立

木の幹の腐朽 
  

２．擁壁の崩壊 

・擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の

流出 
  

・擁壁のひび割れ 等の部材の

劣化、水のしみ出し又は変状 
  

・崩壊のおそれがあるほどの著しい擁

壁のひび割れ等の部材の劣化、水のし
み出し又は変状 

  
・擁壁の水抜き穴の清掃等が

なされておらず、排水不良が
認められる状態 

  

３．部材等の

落下 

外装材、屋

根 ふ き 材

手 す り 材

看板等 

・外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、

雨樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は
脱落 

  
・外壁上部の外装材、屋根ふき
材若しくは上部に存する手す

り材、看板、雨樋、給湯設備、
屋上水槽等の破損又はこれら
の支持部材の破損、腐食等 

  

・落下のおそれがあるほどの著しい外
壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは

上部に存する手すり材、看板、雨樋、給
湯設備、屋上水槽等の破損又はこれら
の支持部材の破損、腐食等 

  

軒、バルコ

ニ ー そ の

他 の 突 出

物 

・軒、バルコニーその他の突出物の脱落   

・軒、バルコニーその他の突出
物の支持部分の破損、腐朽等 

  

・落下のおそれがあるほどの著しい軒、

バルコニーその他の突出物の傾き又は
これらの支持部分の破損、腐朽等 

  

立木の枝 

・立木の大枝の脱落   
・立木の大枝の剪定、補強がな

されておらず、折れ又は腐朽
が認められる状態 

  

・落下のおそれがあるほどの著しい立
木の上部の大枝の折れ又は腐朽 

  

４．部材等の飛

散 

屋 根 ふ き

材 外 装 材

看板等 

・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の
剥落又は脱落 

  
・屋根ふき材、外装材、看板、
雨樋等の破損又はこれらの支
持部材の破損、腐食等 

  

・飛散のおそれがあるほどの著しい屋

根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損
又はこれらの支持部材の破損、腐食等 

  

立木の枝 

・立木の大枝の飛散   
・立木の大枝の剪定、補強がな

されておらず、折れ又は腐朽
が認められる状態 

  

・飛散のおそれがあるほどの著しい立
木の大枝の折れ又は腐朽 
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  放置した場合 

の悪影響 
種類等 特定空家等 

有(×) 

無(－) 
管理不全空家等 

有(×) 

無(－) 

②
衛
生
上
有
害 

１．石綿の飛散 
・石綿の飛散の可能性が高い吹付け石

綿の露出又は石綿使用部材の破損等 
  

・吹付け石綿の周囲の外装材又

は石綿使用部材の破損等 

  

２．健康被害 

  の誘発 

汚水等 

・排水設備（浄化槽を含む）からの汚

水等の流出 
  

・排水設備の破損等 

  

・汚水等の流出のおそれがあるほどの
著しい排水設備の破損等 

  

害虫等 

・敷地等からの著しく多数の蚊、ねず

み等の害虫等の発生 
  

・清掃等がなされておらず、常

態的な水たまりや多量の腐敗
したごみ等が敷地等に認めら
れる状態 

  

・著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等

の発生のおそれがあるほどの敷地等の
常態的な水たまり、多量の腐敗したご
み等 

  

動物の糞尿

等 

・敷地等の著しい量の動物の糞尿等   
・駆除等がなされておらず、常
態的な動物の棲みつきが敷地

等に認められる状態 

  

・著しい量の糞尿等のおそれがあるほ

ど常態的な敷地等への動物の棲みつき 
  

③
景
観
悪
化 

    

・屋根ふき材、外装材、看板等の著し
い色褪せ、破損又は汚損 

  

・補修等がなされておらず、屋
根ふき材、外装材、看板等の色
褪せ、 破損又は汚損が認めら

れる状態 

  

    ・著しく散乱し、又は山積した敷地等

のごみ等 
  

・清掃等がなされておらず、散
乱し、又は山積したごみ等が敷
地等に認められる状態 

  

④
生
活
環
境
の
保
全
へ
の
影
響 

１．悪臭の発生 

・排水設備の汚水等による悪臭の発生   
・排水設備の破損等又は封水切
れ 

  

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著
しい排水設備の破損等 

  

・駆除、清掃等がなされておら

ず、常態的な動物の棲みつき又
は多量の腐敗したごみ等が敷
地等に認められる状態 

  

・敷地等の動物の糞尿等又は腐敗した
ごみ等による悪臭の発生 

  

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著

しい敷地等の動物の糞尿等又は多量の
腐敗したごみ等 

  

２．不法侵入の発生 

・不法侵入の形跡   

・開口部等の破損等 

  

・不特定の者が容易に侵入できるほど

の著しい開口部等の破損等 
  

３．立木等による破損 

  ・通行障害等の発生 

・周囲の建築物の破損又は歩行者等の
通行の妨げ等のおそれがあるほどの著
しい立木の枝 等のはみ出し 

  
・立木の枝の剪定等がなされて
おらず、立木の枝 等のはみ出
しが認められる状態 

  

４．動物等による 

  騒音の発生 

・著しい頻度又は音量の鳴き声を発生
する動物の敷地等への棲みつき等 

  ・駆除等がなされておらず、常
態的な動物等の棲みつき等が

敷地等に認められる状態 

  

５．動物等の侵入等 

  の発生 

・周辺への侵入等が認められる動物等
の敷地等への棲みつき 

  ・駆除等がなされておらず、常

態的な動物等の棲みつきが敷
地等に認められる状態 

  

※構造部材：基礎、柱、はりその他の構造耐力上主要な部分 

 

総合判断区分 

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ 

定期的な経過観察が必

要ではないと思われる
物件 

定期的な経過観察が必要で
あり、状況に応じて、適切な
管理を依頼する必要がある

と認められる物件 

「管理不全空家等候補物件」
として認められる物件 

「特定空家等候補物件」
として認められる物件 



巻末資料 

 

68 

参考 改定前資料 ○特定空家等の判断の参考となる基準（国土交通省） 

 

〔別紙１〕 「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」  

であるか否かの判断に際して参考となる基準  

 

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であることを判断する

際は、以下の１．（１）若しくは（２）又は２．に掲げる状態（将来そのような状態になることが予

見される場合を含む。）に該当するか否かにより判断する。以下に列挙したものは例示であること

から、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。  

 

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。  

（１）建築物が倒壊等するおそれがある。  

 以下のイ又はロに掲げる事項に該当するか否かにより判断する。イ又はロに列挙したものは例

示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。  

イ 建築物の著しい傾斜  

 部材の破損や不同沈下等の状況により建築物に著しい傾斜が見られるかなどを基に総合的に判断する。  

調査項目の例 
・基礎に不同沈下がある。  

・柱が傾斜している。  

【参考となる考え方】  

 下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にある場合、1/20超の傾斜が認められる場合（平屋以外 

の建築物で、２階以上の階のみが傾斜している場合も、同様の数値で取り扱うことも考えられる。）  

 ※「被災建築物応急危険度判定マニュアル」財団法人日本建築防災協会／全国被災建築物応急危険度判定協議会  

 

ロ 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等  

（イ）基礎及び土台  

 基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているか否か、腐食又は蟻害によって土台 

に大きな断面欠損が発生しているか否か、基礎と土台に大きなずれが発生しているか否かなどを基に総合 

的に判断する。  

調査項目の例 

・基礎が破損又は変形している。  

・土台が腐朽又は破損している。  

・基礎と土台にずれが発生している。  
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【参考となる考え方】  

・基礎のひび割れが著しく、土台に大きなずれが生じ、上部構造を支える役目を果たさなくなっている 

 箇所が複数生じている場合  

 ※「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」（監修 国土交通省住宅局建築指導課／財団法人日本 

  建築防災協会）  

・土台において木材に著しい腐食、損傷若しくは蟻害があること又は緊結金物に著しい腐食がある場合  

 ※「特殊建築物等定期調査業務基準」（監修 国土交通省住宅局建築指導課／財団法人日本建築防災協会） 

（ロ）柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等  

 構造耐力上主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生 

しているか否か、腐食又は蟻害によって構造耐力上主要な柱等に大きな断面欠損が発生しているか否か、

柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断する。  

調査項目の例 
・柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している。  

・柱とはりにずれが発生している。  

【参考となる考え方】  

 複数の筋かいに大きな亀裂や、複数の柱・はりにずれが発生しており、地震時に建築物に加わる水平力

に対して安全性が懸念される場合  

 

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。  

（イ）屋根ふき材、ひさし又は軒  

 全部又は一部において不陸、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、緊結金具に著しい腐食がある

か否かなどを基に総合的に判断する。  

調査項目の例 

・屋根が変形している。  

・屋根ふき材が剥落している。  

・軒の裏板、たる木等が腐朽している。  

・軒がたれ下がっている。  

・雨樋がたれ下がっている。  

【参考となる考え方】  

 目視でも、屋根ふき材が脱落しそうな状態を確認できる場合  

（ロ）外壁  

 全部又は一部において剥離、破損又は脱落が発生しているか否かなどを基に総合的に判断する。  

調査項目の例 

・壁体を貫通する穴が生じている。  

・外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している。  

・外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている。  

【参考となる考え方】  

 目視でも、上部の外壁が脱落しそうな状態を確認できる場合  
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（ハ）看板、給湯設備、屋上水槽等 

 転倒が発生しているか否か、剥離、破損又は脱落が発生しているか否か、支持部分の接合状況などを基 

に総合的に判断する。 

調査項目の例 

・看板の仕上材料が剥落している。 

・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している。  

・看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落している。  

・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している。 

【参考となる考え方】  

 目視でも、看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している状態を、確認できる場合  

（ニ）屋外階段又はバルコニー  

 全部又は一部において腐食、破損又は脱落が発生しているか否か、傾斜が見られるかなどを基に総合的 

に判断する。 

調査項目の例 
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。  

・屋外階段、バルコニーが傾斜している。 

【参考となる考え方】  

 目視でも、屋外階段、バルコニーが傾斜している状態を確認できる場合 

（ホ）門又は塀  

 全部又は一部においてひび割れや破損が発生しているか否か、傾斜が見られるかなどを基に総合的に判 

断する。 

調査項目の例 
・門、塀にひび割れ、破損が生じている。  

・門、塀が傾斜している。 

【参考となる考え方】  

 目視でも、門、塀が傾斜している状態を確認できる場合 

 

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。  

 擁壁の地盤条件、構造諸元及び障害状況並びに老朽化による変状の程度などを基に総合的に判断する。  

調査項目の例 

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。  

・水抜き穴の詰まりが生じている。  

・ひび割れが発生している。  

【参考となる考え方】  

 擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点（環境条件・障害状況）と変状点の組み合わせ（合計点）により、

擁壁の劣化の背景となる環境条件を十分に把握した上で、老朽化に対する危険度を総合的に評価する。  

 ※「宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）」（国土交通省都市局都市安全課）  
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〔別紙２〕 「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」 

であるか否かの判断に際して参考となる基準 

  

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であることを判断する際は、

以下の（１）又は（２）に掲げる状態（将来そのような状態になることが予見される場合を含む。）

に該当するか否かにより判断する。以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じ

てこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。 

  

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。 

状態の例 

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。 

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障

を及ぼしている。 

・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 

   

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。  

状態の例 

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしてい

る。 

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活

に支障を及ぼしている。 

 

〔別紙３〕 「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」  

であるか否かの判断に際して参考となる基準  

  

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であることを判断す

る際は、以下の（１）又は（２）に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。以下に列挙した

ものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要が

ある。  

  

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態と 

なっている。  

状態の例 

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工

作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。 

・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築

物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等

に著しく適合しない状態となっている。 

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。 
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（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。  

状態の例 

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。 

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 

・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。 

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 

・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 

 

〔別紙４〕 「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」  

であるか否かの判断に際して参考となる基準  

 

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」であることを判

断する際は、以下の（１）、（２）又は（３）に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。以下

に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断して

いく必要がある。  

  

（１）立木が原因で、以下の状態にある。  

状態の例 

・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばって

いる。 

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 

  

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。  

状態の例 

・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 

・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼし

ている。 

・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 

・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 

・住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれ

がある。 

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそ

れがある。 

  

（３）建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。  

状態の例 

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放

置されている。 

・屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行

を妨げている。 

・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。 
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参考 改定前資料 ○特定空家等候補物件判断基準 

調査項目別の判断区分 

調査項目 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

建
築
物
等 

保
安
上
（
倒
壊
等
） 

基礎、土台、 

柱又ははり 

沈下、損傷、
傾斜、変形、

腐朽、破損等
なし 

柱が傾斜しているも

の、土台又は柱が腐朽
し、又は破損している
もの等、小修理を要す

る状態にある。 

基礎に不同沈下のある

もの、柱の傾斜が著し
いもの、はりが腐朽し、
又は破損しているも

の、土台又は柱の数ヶ
所に腐朽又は破損があ
るもの等、大修理を要

する状態にある。 

大きな沈下、損傷、傾斜、変形、
腐朽、破損等がみられ、倒壊等

のおそれがあり、著しく保安
上危険な状態にある。 

保
安
上
（
脱
落
、
飛
散
等
） 

屋根 
変形、剥落、
腐朽等なし 

屋根ぶき材料の一部に
剥落又はずれがあり、
雨漏りのあるもの等、

小修理を要する状態に
ある。 

屋根ぶき材料に著しい
剥落があるもの、軒の裏

板、たる木等が腐朽した
もの又は軒のたれ下が
ったもの等、大修理を要

する状態にある。 

変形、剥落、腐朽等がみられ、

脱落、飛散等のおそれがあり、
著しく保安上危険な状態にあ
る。 

外壁 

壁体の貫通、
外壁仕上材

の剥落、腐
朽、損傷等な
し 

外壁の仕上材料の剥
落、腐朽又は破損によ

り、下地が露出してお
り、局部的な小修理を
要する状態にある。 

外壁の仕上材料の剥
落、腐朽又は破損によ
り、著しく下地が露出

しているもの又は壁体
を貫通する穴を生じて
いるもの等、大修理を

要する状態にある。 

壁体の貫通、外壁仕上材の剥
落、腐朽、損傷等がみられ、脱

落、飛散等のおそれがあり、著
しく保安上危険な状態にあ
る。 

工作物等 

（看板、給湯設備、 
屋上水槽、屋上階段、 

バルコニー等） 

剥落、転倒、
破損、腐食、

傾斜等なし 

剥落、転倒、破損、腐食、
傾斜等はないが老朽化

している。 

剥落、転倒、破損、腐食、
傾斜等がある。 

剥落、転倒、破損、腐食、傾斜

等がみられ、脱落、飛散等のお
それがあり、著しく保安上危
険な状態にある。 

門、塀、擁壁等 
ひび割れ、破
損、傾斜等な
し 

ひび割れ、破損、傾斜等
はないが老朽化してい
る。 

ひび割れ、破損、傾斜等

がある。 

ひび割れ、破損、傾斜等がみら
れ、脱落、飛散等のおそれがあ

り、著しく保安上危険な状態
にある。 

生
活
環
境 

衛
生
上 

臭気等 臭気なし 

敷地内で臭気が発生し
ている、又は不定期に
敷地外にまで発生して

いる。 

敷地外にまで臭気が発
生している。 

敷地外にまで多量の臭気が発

生しており、地域住民の日常
生活に支障を及ぼしている。 

ごみ、不法投棄 
ごみ、不法投

棄等なし 

敷地内の一部にごみや
不法投棄物等が放置さ
れている。 

敷地内にごみや不法投
棄物等が散乱してい
る。 

敷地内にごみや不法投棄物等
が散乱し、山積みになってお

り、地域住民の日常生活に支
障を及ぼしている。 

景
観
上 

周辺景観との不調和
（落書き、窓ガラス、 

立木、ごみ等） 
問題なし 

建築物等の一部に汚物
や落書き、割れた窓ガ

ラス等が放置されてい
る。 

建築物等の汚物や落書

き、割れた多数の窓ガ
ラス、建築物を覆うほ
どの繁茂した立木等が

ある。 

建築物等の汚物や落書き、割れ
た多数の窓ガラス、建築物を覆
うほど繁茂した立木等により、

周辺の景観と著しく不調和な
状態であり、地域住民の日常生
活に支障を及ぼしている。 

管
理
上 

立木等 繁茂等なし 
敷地内で立木、雑草等
が繁茂している。 

近隣の道路、家屋にま

で立木等の繁茂が及ん
でいる。 

近隣の道路、家屋にまで立木等
の倒壊、大量の枝等の散乱が及
んでおり、地域住民の日常生活

に支障を及ぼしている。 

動物、害虫 
（ねずみ、はえ、 

蚊、のみ等） 

動物、害虫の
発生なし 

敷地内で動物、害虫が

発生している、又は不
定期に敷地外にまで発
生している。 

敷地外にまで動物、害
虫が発生している。 

敷地外にまで動物、害虫が大

量発生しており、地域住民の
日常生活に支障を及ぼしてい
る。 

その他 開放なし 

門扉がロープ等の簡易

的なもので代用されて
いる。 

門扉がない、破損して
いる等、敷地内に容易
に侵入できる状態にあ

る。 

門扉、玄関、窓等の施錠等がな
く、不特定の者が容易に侵入
でき、放置することが不適切

な状態にある。 

 

総合判断区分 

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ 

定期的な経
過観察が必

要ではない
と思われる
物件 

定期的な経過観察が必
要であり、状況に応じ

て、適切な管理を依頼
する必要があると認め
られる物件 

そのまま放置すれば

「特定空家等候補物
件」になるおそれがあ
り、適切な管理を依頼

する必要があると認め
られる物件 

周辺の生活環境に悪影響を及
ぼすおそれのある状態であ
り、「特定空家等候補物件」と

して認められる物件 
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○住宅の不良度の測定基準【外観目視により判定できる項目】 

【参考】評点シート例と記入例 

所在地（住居表示） 調査日 調査員 

刈谷市○○町△△△-□□ 年  月  日 判定 太郎 

 

評定区分 評定項目 評定内容  評点 
最高 

評点 

１ 

構造 

一般の

程度 

①基礎 
イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10 10 

50 ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20  

②外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25  

２ 

構造の

腐朽又

は破損

の程度 

③基礎 ､

土 台 ､

柱 又

ははり 

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は

破損しているもの等小修理を要するもの 
25  

100 

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、

はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱

の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要す

るもの 

50 50 

ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著

しく崩壊の危険のあるもの 
100  

④外壁 

イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地

の露出しているもの 
15  

ロ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著し

く下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を

生じているもの 

25 25 

⑤屋根 

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もり

のあるもの 
15  

ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、

たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの 
25 25 

ハ 屋根が著しく変形したもの 50  

３ 

防火上

又は避

難上の

構造の

程度 

⑥外壁 

イ 延焼のおそれのある外壁があるもの 10 10 

50 ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が３以上あるもの 20  

⑦屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10  

４ 
排水 

設備 
⑧雨水 雨樋がないもの 10  30 

備考）一の評定項目につき該当評定内容が２又は３ある場合においては、 

当該評定項目についての評点は､該当評定内容に応ずる各評点のうち 

最も高い評点とする。 

  

合計 120 点 

H23 国土交通省住宅局 

空き家再生等推進事業等における外観目視による

住宅の不良度判定の手引き（案）より 
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○住宅の不良度の測定基準           ※太字部分が外観目視の判定対象評定項目・内容 

評定区分 評定項目 評定内容 評点 
最高 
評点 

１ 
構造 
一般の
程度 

(1)基礎 
イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10 

50 

ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20 

(2)柱 構造耐力上主要な部分である柱の最小径が 7.5 センチメートル未満のもの 20 

(3)外壁又は界壁 
外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するため適
当な構造でないもの 

25 

(4)床 
主要な居室の床の高さが 45 センチメートル未満のもの又は主要な居室の
床がないもの 

10 

(5)天井 
主要な居室の天井の高さが 2.1 メートル未満のもの又は主要な居室の天井
がないもの 

10 

(6)開口部 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの 10 

２ 

構造の

腐朽又
は破損
の程度 

(1)床 
イ 根太落ちがあるもの 10 

100 

ロ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの 15 

(2)基礎､土台､柱又

ははり 

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等
小修理を要するもの 

25 

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又
は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大
修理を要するもの 

50 

ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあ
るもの 

100 

(3)外壁又は界壁 

イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露
出しているもの 

15 

ロ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下
地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの 

25 

(4)屋根 

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15 

ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽した
もの又は軒のたれ下ったもの 

25 

ハ 屋根が著しく変形したもの 50 

３ 

防火上
又は避

難上の
構造の
程度 

(1)外壁 
イ 延焼のおそれのある外壁があるもの 10 

50 

ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が３以上あるもの 20 

(2)防火壁、界壁 

イ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁小屋裏隔壁等が不備であるため防火上

支障があるもの 
10 

ロ 防火上必要な防火壁、各戸の界壁小屋裏隔壁等が著しく不備であるため
防火上危険があるもの 

20 

(3)屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10 

(4)廊下、階段等 

イ 廊下、階段等の避難に必要な施設が不備であるため避難上支障があるもの 10 

ロ 廊下、階段等の避難に必要な施設が著しく不備であるため避難上危険が
あるもの 

20 

４ 
電気 
設備 

(1)主要な居室の電
燈 

主要な居室に電灯がないもの 20 
30 

(2)共用部分の電燈 共同住宅の共用部分に電灯がないもの 10 

５ 
給水 

設備 

(1)水栓の位置 水栓又は井戸が戸内にないもの 10 

30 
(2)給水源 

イ 井戸水を直接利用するもの 15 

ロ 雨水等を直接利用するもの 30 

(3)水栓の使用方法 
イ 水栓を共用するもの 10 

ロ 水栓を 10 戸以上で共用するもの 20 

６ 
排水 

設備 

(1)汚水 
イ 汚水の排水端末が吸込みますであるもの 10 

30 ロ 汚水の排水設備がないもの 20 

(2)雨水 雨樋がないもの 10 

７ 台所 

(1)台所の有無 台所がないもの又は仮設のもの 30 

30 
(2)台所の設備 

イ 台所内に水栓がないもの又は流しに排水接続がないもの 10 

ロ 台所内に水栓がなく流しに排水接続がないもの 20 

(3)台所の使用方法 
イ 台所を共用するもの 10 

ロ 台所を 10 戸以上で共用するもの 20 

８ 便所 

(1)便所の有無 便所がないもの又は仮設のもの 30 

30 

(2)便所の位置 便所が戸内にないもの 10 

(3)便所の形式 
イ 便槽が改良便槽であるもの 5 

ロ 便槽が改良便槽以外の汲取便槽であるもの 10 

(4)便所の使用方法 
イ 便所を共用するもの 10 

ロ 便所を 10 戸以上で共用するもの 20 

備考）一の評定項目につき該当評定内容が２又は３ある場合においては、当該評定項目についての評点は､

該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする｡ 

住宅地区改良法施行規則別表第一 



巻末資料 

 

76 

対 象 物 以 外 に

敷地内にある もの

管 理 会 社

特 記 事 項

バ ス 停 周 辺 状 況

駐 車 場 接 道 状 況 最 寄 駅

【　外観調査項目　】　　 時点

空 家 等 の 特 定

空 家 等 類 型 建 て 方 階 数

土　地 氏 名

共有者

情報
住 所

時点

空家等番号

住 所
【　位置図　】

時点

状況

建　物 氏 名

共有者

情報

屋 根 【　空家等判定　】

【　所有者等意向調査　】 時点

【　納税者情報　】 外 壁
評点

調査番号

屋 根

時点

腐 朽
・

破 損

基礎・土台

柱 ・ は り
排 水 雨 水

基 礎 防 火
・

避 難

外 壁

住 所
外 壁

土　地 氏 名

共有者

情報

構 造

一 般

動物・害虫

住 所
そ の 他

時点

建　物 氏 名

共有者

情報

立 木 等

【　不良度判定　】

門・塀、擁壁 臭 気

【　所有者情報　】 ご み 周 辺 景 観

外 壁 工 作 物

敷地面積※ 都 市 計 画 区 域 用 途 地 域

基礎 ・ 土台・

柱 ・ は り
屋 根

建 築 年 ※ 床面積 （全体 ）
※

床面積（ 1階 ）※

構 造 ※ 用 途 ※ 地 上 階 数 ※

　　【　基本情報　】　　　　 【　特定空家等候補地判断　】 【　建物写真　】

所在地番※

判断区分
住 所

地域名 地区名 抽
出

水道 住基 地域 現地 管理番号

【　状況写真　】

全景 基礎・土台・柱・はり 外壁 工作物等

門・塀・擁壁等 ごみ・不法投棄 立木等 動物・害虫

地域名 地区名 管理番号

〇空家等調査物件調書（様式） 
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〇用語解説 

 

あ行 

空き家バンク制度 
空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き

家をこれから利用・活用したい人に紹介する制度のこと。 

一時現在者のみの住宅 
昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこ

にふだん居住している者が１人もいない住宅のこと。 

 

か行 

刈谷市住生活基本計画 

本市における住まいづくりに関する将来ビジョンを示し、基本方針「『住む

なら刈谷！』住みやすさを感じる安心快適な住まい・まちづくり」の実現に

向けての取組を推進する計画のこと。 

刈谷市立地適正化計画 

都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、まちづくりの方

針を「選べるから、選ばれ続けるまちづくり」と定め、居住の誘導や、福祉・

商業施設などの都市機能の誘導により、都市計画マスタープランに位置づ

けた機能集約型都市構造の実現に向けての取組を推進する計画のこと。 

狭あい道路 緊急車両の通行や防災上支障となる幅員が狭い道路のこと。 

共同住宅 
１棟の中に２つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用しているものや

２つ以上の住宅を重ねて建てたもののこと。（例：マンション・アパート） 

 

さ行 

財産管理制度 
財産の所有者や相続人が不明な場合に、家庭裁判所が選任した財産管理人

が当事者に代わって財産の保存や処分を行う制度のこと。 

市街化区域 
都市計画区域内で、既に市街地を形成している区域及び概ね 10年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。 

市街化調整区域 都市計画区域内で、市街化を抑制する区域のこと。 

住宅ストック 既に建築されている既存住宅のこと。 

住宅・土地統計調査 

我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の

実態を把握するため、総務省統計局が５年ごとに実施し、その現状と推移

を明らかにする調査のこと。 

住宅用地特例 

土地に対する固定資産税及び都市計画税が課税される年の 1 月 1 日（賦課

期日）において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地（住宅

用地）については、税金が軽減される特例のこと。 

接道義務 
建築基準法第 43条の規定により、建築物の敷地は原則として、幅員４ｍ以

上の道路と２ｍ以上接しなければならないとする義務のこと。 

相続登記 
相続の発生に伴って、土地や建物の権利者（又は権利の割合）が変わった場

合に、その権利の変更を登記すること。 

https://kotobank.jp/word/%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85-535208
https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA-89538
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た行 

耐震化 

強い地震でも建造物が倒壊、損壊しないように補強すること。そのような

構造に造りかえること。 

「住宅の耐震化」とは、1981（昭和 56）年に改正された建築基準法の耐震

基準を満たしている住宅のこと。 

庁内向け地理情報シス
テム（庁内ＧＩＳ） 

ＧＩＳとは、Geographic Information System（地理情報システム）の略で、 

地理的位置や位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に

管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にするシス

テムのこと。  

 

な行 

長屋建て 
２つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それ

ぞれ別々に外部への出入口を持っているもののこと。 
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